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富
士
山
を
め
ぐ
る
地
域
の
神
事
・
芸
能
に
つ
い
て
は
、
豊
か
な
伝
承
を
保
持
す
る
地
域
で
あ
り

な
が
ら
、
一
般
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
十
分
に
調
査
研
究
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が

た
い
。
本
稿
で
は
、
こ
の
地
の
「
御
湯
」
に
注
目
し
、
こ
こ
で
の
神
事
・
芸
能
を
体
系
的
に
整
理

す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

　
「
御
湯
」
と
は
、
湯
立
の
こ
と
で
、
北
麓
地
域
で
は
、
こ
の
儀
礼
・
呪
法
を
オ
イ
バ
ナ
、
オ
ユ
バ

ナ
（
御
湯
花
）
と
称
し
て
き
た
。
御
湯
花
は
、
湯
の
沸
騰
時
に
上
が
る
泡
を
さ
し
、
特
に
神
社
で

神
主
や
巫
女
が
湯
の
泡
を
笹
の
葉
に
つ
け
て
参
詣
者
に
か
け
て
清
め
た
り
、
託
宣
を
仰
い
だ
り
す

る
こ
と
で
、
こ
の
御
湯
花
と
結
び
つ
い
た
芸
能
が
残
さ
れ
て
い
る
。
三
信
遠
地
域
の
花
祭
や
霜
月

神
楽
は
、
広
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
富
士
山
周
辺
で
は
、
神
事
と
一
体
と
な
っ
て
、
「
御
湯
（
花
）

神
楽
」
な
い
し
は
「
湯
立
神
楽
」
（
湯
立
獅
子
舞
）
と
し
て
伝
承
し
て
き
た
。

　
富
士
吉
田
市
下
吉
田
の
中
組
（
中
央
区
、
幸
町
）
の
道
祖
神
の
祭
礼
、
山
中
湖
村
平
野
の
天
神

社
の

御
湯
花
祭
、
鳴
沢
村
鳴
沢
の
サ
イ
ト
ウ
ヤ
キ
（
道
祖
神
の
柴
燈
焼
き
）
、
に
御
湯
を
使
う
神
事

が

あ
っ
て
、
平
野
の
神
事
は
「
天
岩
戸
神
楽
」
と
称
す
る
獅
子
神
楽
と
結
合
し
て
い
る
。
富
士
山

麓

と
は
離
れ
る
が
、
大
和
（
甲
州
市
）
の
田
野
の
十
二
神
楽
も
こ
の
系
譜
に
属
す
る
湯
立
神
楽
の

一
つ
で
あ
る
。

　
御
湯
神
楽
は
、
古
く
は
富
士
山
内
や
山
麓
で
の
筒
粥
や
流
鏑
馬
の
神
事
と
一
体
で
行
わ
れ
て
き

た
。
史
料
に
よ
る
初
見
は
、
天
文
十
七
年
（
一
五
四
八
）
の
判
物
で
、
山
内
へ
新
神
楽
所
を
設
置

す
る
こ
と
を
禁
じ
、
特
に
信
仰
上
の
結
界
で
あ
る
騙
ノ
馬
場
よ
り
上
で
鳴
物
を
鳴
ら
し
て
は
な
ら

な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
神
楽
は
、
下
吉
田
の
下
宮
（
小
室
浅
間
神
社
）
の
神
領
百
姓

が
構
成
す
る
芝
座
衆
に
継
承
さ
れ
て
き
た
。
中
組
に
居
住
す
る
萱
沼
氏
は
、
旧
来
の
御
湯
神
楽
に

伊
勢
の
代
神
楽
を
結
び
つ
け
湯
立
神
楽
（
湯
立
獅
子
舞
）
を
生
み
出
し
た
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た

の

は
、
宝
永
山
の
大
噴
火
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
以
降
、
噴
火
に
よ
っ
て
疲
弊
し
た
東
麓
へ
湯
立
神
楽

を
広
げ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
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は
じ
め
に

　
富
士
山
北
麓
の
地
域
に
は
、
大
釜
を
使
っ
て
御
湯
を
あ
げ
る
、
あ
る
い
は
御
粥
に

し
て
粥
占
を
す
る
こ
と
を
含
め
て
、
御
湯
花
（
湯
立
）
の
神
事
や
芸
能
が
広
く
伝
承

さ
れ
て
き
た
。
富
士
吉
田
市
下
吉
田
の
中
組
（
上
仲
、
下
仲
）
の
道
祖
神
の
オ
イ
バ

ナ

（御
湯
花
）
、
山
中
湖
村
平
野
の
天
神
社
の
御
湯
花
祭
、
鳴
沢
村
鳴
沢
の
サ
イ
ト

ヤ

キ
（
道
祖
神
の
柴
燈
焼
き
）
に
御
湯
花
を
使
う
神
事
が
あ
っ
て
、
平
野
の
神
事
は

「
天

岩
戸
神
楽
」
と
呼
ば
れ
る
獅
子
神
楽
と
結
合
し
て
い
る
。
富
士
山
麓
と
は
離
れ

る
が
、
山
梨
県
指
定
文
化
財
の
大
和
（
甲
州
市
）
田
野
の
十
二
神
楽
も
こ
の
系
譜
に

属
す
る
湯
立
を
伴
う
神
楽
の
一
つ
で
あ
る
。

　
下
吉
田
の
上
仲
（
幸
町
）
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
も
し
ば
ら
く
は
小
正
月
に

道
祖
神
で
御
湯
花
を
あ
げ
て
い
た
。
大
き
な
湯
釜
に
湯
を
沸
か
し
て
ホ
ウ
エ
ン
さ
ん

（法
印
、
上
吉
田
中
曽
根
の
不
動
院
）
が
道
祖
神
へ
の
参
詣
者
に
振
り
か
け
、
厄
祓

写真1　平野の御湯花祭の神事（r富士五湖風物誌』
　　　　より）釜に湯笹を入れて御湯花をつける。

写真2　御湯花祭の祓い（r富士五湖風物誌』より）御湯花を振り掛けてお祓いをする。

い

を
し
た
。
現
在
で
は
町
内
の
会
館
に
あ
っ
た
釜
は
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
る
。
下

仲

（中
央
区
）
の
道
祖
神
で
は
、
道
祖
神
場
の
隣
に
住
ま
い
す
る
シ
カ
ン
さ
ん
（
祠

官
1
1
神
主
）
が
御
湯
花
の
祓
い
を
同
様
に
行
っ
た
。
こ
の
と
き
に
使
用
し
た
と
さ
れ

58



堀内眞［富士山の神事と芸能］

る
大
き
な
羽
釜
が
神
主
家
の
本
家
に
あ
た
る
へ
だ
も
ん
萱
沼
家
に
伝
来
す
る
。
平
野

の

御
湯
花
祭
は
、
御
湯
を
あ
げ
る
神
事
（
湯
立
）
が
あ
っ
て
、
湯
釜
を
三
本
足
の
五

徳

に
据
え
、
釜
の
中
に
四
本
の
柱
を
立
て
て
注
連
縄
を
廻
し
、
神
主
が
笹
の
葉
を
湯

に
浸
し
て
参
詣
者
に
振
り
か
け
祓
い
清
め
る
も
の
で
、
残
っ
た
湯
を
ポ
リ
容
器
に
入

れ
て

持
ち
帰
る
人
の
姿
も
見
ら
れ
る
。
鳴
沢
の
御
湯
花
は
、
道
祖
神
の
祭
礼
を
行
う

場
所

に
湯
釜
を
据
え
て
ホ
ウ
エ
ン
さ
ん
が
第
二
次
大
戦
前
こ
ろ
ま
で
湯
立
を
行
っ
て

い

た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
御
湯
花
用
の
大
釜
（
山
梨
県
指
定
文
化
財
「
鳴
沢
の
湯

立
の

釜
」
四
ロ
、
写
真
2
0
）
が
伝
来
し
、
現
在
は
錆
落
と
し
の
保
存
処
理
を
施
し
た

う
え
で
村
の
総
合
セ
ン
タ
ー
で
公
開
し
て
い
る
。

　
御
湯
と
は
、
湯
立
の
こ
と
で
、
「
御
湯
を
あ
げ
る
」
と
い
え
ば
湯
立
を
行
う
こ
と

を
さ
す
。
北
麓
で
は
、
こ
の
儀
礼
・
呪
法
を
オ
イ
バ
ナ
、
オ
ユ
バ
ナ
（
御
湯
花
）
と

称

し
て
き
た
。
下
吉
田
中
組
の
御
湯
花
は
、
本
来
は
ブ
ツ
（
仏
）
の
形
式
で
執
行
す

る
も
の
と
の
認
識
が
あ
り
、
火
を
点
け
て
湯
が
沸
き
立
つ
ま
で
何
も
し
な
い
で
、
完

全
に

沸
騰
し
た
ら
湯
笹
を
入
れ
て
、
そ
の
湯
で
祓
い
清
め
る
方
法
を
と
っ
て
い
た
。

御
湯
花
の
湯
は
熱
く
な
い
と
い
う
。
一
般
に
、
御
湯
花
は
、
湯
の
沸
騰
時
に
上
が
る

泡
を
さ
し
、
特
に
神
社
で
巫
女
や
神
主
が
湯
の
泡
を
笹
の
葉
に
つ
け
て
参
詣
者
に
か

け
て
清
め
た
り
、
託
宣
を
仰
い
だ
り
す
る
こ
と
で
、
御
湯
花
と
結
び
つ
い
た
芸
能
が

残
さ
れ
て
い
る
。
「
御
湯
（
花
）
神
楽
」
と
「
湯
立
神
楽
」
（
湯
立
獅
子
舞
）
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
と
関
連
し
て
行
わ
れ
る
流
鏑
馬
の
神
事
、
な
い
し
は
そ
の
芸
能
と
し

て

定
着
し
た
も
の
が
あ
る
。
下
吉
田
の
中
組
に
は
、
獅
子
神
楽
の
獅
子
が
御
湯
を
あ

げ
る
形
態
に
発
展
し
、
東
麓
地
域
周
辺
に
伝
播
し
て
い
っ
た
湯
立
神
楽
が
存
在
す
る
。

こ
れ
ら
の
湯
立
神
楽
の
も
と
に
な
っ
た
「
中
組
神
楽
」
は
、
現
在
は
湯
立
を
伴
わ
な

い
獅
子
神
楽
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

　
富
士
山
を
め
ぐ
る
地
域
の
神
事
や
そ
れ
に
伴
う
芸
能
は
、
そ
の
伝
承
が
豊
か
な
地

域
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
治
体
の
編
纂
に
な
る
市
町
村
史
誌
類
を
除
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

調
査
報
告
や

論
考
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
こ
こ
で
は
、
お
も
に
富
士
山
地
域
の
神
事

芸
能
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
の
中
で
扱
う
こ
と
に
す
る
御
湯
神
楽
や
湯
立
神
楽
が
ど

の

よ
う
に
定
着
し
伝
承
さ
れ
て
き
た
の
か
、
特
に
祭
祀
組
織
に
注
目
し
て
、
本
地
域

に
残
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
神
事
芸
能
を
時
系
列
的
に
整
理
し
検
討
し
て
み
た
い
。

●
史
料
に
み
る
富
士
山
の
神
事
芸
能
と
湯
立

　
『
勝
山
記
』
は
、
今
か
ら
約
五
百
年
前
以
降
の
室
町
・
戦
国
時
代
、
約
百
年
間
に

わ
た
り
、
小
立
（
富
士
河
ロ
湖
町
）
に
あ
る
常
在
寺
に
係
わ
る
僧
侶
が
、
そ
の
年
に

お
き
た
出
来
事
を
代
々
書
き
記
し
た
年
代
記
で
あ
る
。
戦
の
様
子
や
富
士
山
北
麓
の

気
候
、
自
然
災
害
、
生
産
の
営
み
、
富
士
山
へ
の
信
仰
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
〔
『
山

梨
県
史
』
資
料
編
6
記
録
四
、
県
資
6
四
と
略
記
、
以
下
同
じ
〕
。
も
と
も
と
書
き
手
は
、

当
時
「
大
原
」
と
呼
ば
れ
た
河
口
湖
南
岸
に
い
た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
下
吉
田
（
富

士
吉
田
市
）
に
移
り
住
ん
だ
よ
う
で
、
後
半
部
分
に
は
富
士
吉
田
地
域
の
出
来
事
が

数
多
く
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
『
勝
山
記
』
は
通
称
で
、
『
常
在
寺
衆
年
代
記
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
よ
ぶ
の
が
正
確
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
こ
の
年
代
記
に
記
載
さ
れ
た
記
述

を
も
と
に
、
中
世
の
郷
や
村
の
中
で
の
神
事
や
祭
礼
の
様
子
を
み
て
い
く
こ
と
に
す

る
。　

北
麓
地
域
で
は
、
十
五
世
紀
頃
か
ら
惣
村
が
発
達
し
〔
永
正
六
年
条
、
「
吉
田
ノ
要

書

記
」
の
記
述
な
ど
〕
、
十
六
世
紀
に
は
衆
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が
認
め
ら
れ
（
享
禄

三
年
条
）
、
「
ヲ
ト
ナ
衆
」
（
乙
名
衆
、
年
老
）
の
存
在
が
う
か
が
わ
れ
る
（
天
文
七

年
条
）
。
吉
田
（
上
吉
田
）
は
、
富
士
御
師
の
集
住
す
る
登
拝
拠
点
の
一
つ
で
、
衆

に
よ
る
宿
（
村
落
）
の
自
治
的
な
運
営
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
表
1
）
。

そ
し
て
、
同
書
の
後
半
部
に
は
「
下
吉
田
方
々
」
（
衆
）
と
「
渡
辺
荘
さ
衛
門
殿
」

の
争
論
、
松
山
と
の
争
論
な
ど
が
具
体
的
に
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
サ
イ
カ
チ

川
（
入
山
川
）
の
上
流
の
村
落
（
新
倉
か
）
に
住
ま
い
す
る
渡
辺
荘
左
衛
門
と
、
そ

の

下
流

に
居
住
す
る
下
吉
田
衆
と
の
間
で
、
田
用
水
を
め
ぐ
っ
て
争
い
が
繰
り
返
さ

れ

た
（
天
文
二
年
条
ほ
か
）
。
こ
の
中
で
下
吉
田
衆
は
、
下
宮
（
小
室
浅
間
神
社
）

の
座

に
結
集
し
、
若
者
は
治
安
維
持
や
他
村
と
の
衝
突
の
際
の
戦
力
と
な
っ
た
こ
と
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『勝山記』記述一覧表1

富
士
山

大
　
原

吉
　
田

文
正
元

三四五七

河
口

殿

十十

二

富
士
山
吉
田
鳥
井
立

十
六

十

八
十
九

三
（
長
亨
）

延
徳
四

明
応
三

吉
田
諏
訪
大
明
神
鐘
ネ

明
応
四

吉
田
鐘
楼
堂

明
応
五

明
応
七

明
応
八

吉
田
上
行
寺
上
へ
引
ル
ル
也

明
応
九

富

吉
田
ト
リ
イ
卯
月
廿
日
タ
ツ

文
亀
元

吉
田
城
山
・
小
倉
山

文
亀
二

文
亀
三

当
海
十
二
月
十
七
日
ヨ
リ

文
亀
四

舟
津
ツ
ツ
ノ
ロ
ヲ

永
正
元
年

富
士
山
二
六
月
七
月

ウ
ロ
ノ
水
ヲ
禰
宜
殿
下
テ

永
正
四
年

永
正
五
年

当
山
室
ノ
宮
ツ
ク
リ

日
国
坊
之
常
在
寺
へ
移
リ

富
士
山

大
　
原

吉
　
田

永
正
六
年

河
ロ

ヲ
焼
ク

永
正
七

永
正
七

永
正
八

富
士
山
カ
マ
岩
モ
ユ
ル
ナ
リ

ヲ
ウ
ワ
ラ
へ
天
空
共
ヨ
セ
テ

永
正
九
年

永
正
十
二
年

永
正
十
三
年

西海
右
近
進
・
平
八
マ
テ
兄
弟
三
人
大
石
与
五
郎
殿
モ
打
タ
ル
ル
ナ
リ
宮
内
丞
殿
、
ウ
ノ
嶋
ニ
テ
越
年
ス

吉
田
ノ
城
ヲ
責
ル
ニ

永
正
十
四
年

小
林

出
陳
シ
玉
フ

荒
蔵
へ
出
陳
シ
玉
フ
吉
田
自
他
国
一
和
二
定
ナ
リ

永
正
十
五
年

六

永
正
十
六
年

上
行
寺
ヲ
御
立
候

永
正
十
七
年

吉
田
上
行
寺
ノ
堂
供
養
三
月
ナ
リ

永
正
十
八
年

大原
舟
津
小
林
宮
内
丞
殿
へ
御
出
有
之

大
永
二
年

武
田
殿
富
士
参
詣
有
之
八
葉
メ
サ
ル
ル
也

大
石
新
七
郎

ト
テ
打
タ
ル
ル
大
原
二
御
座
候
て

大
永
三
年

大原
ノ
荘
惣
テ
都
留
郡
大
飢
鐘
大
原
代
官
和
泉
殿
新
造
皆
作
給
ナ
リ

大
永
四
年

大
永
五
年

妙
法
寺
建
立

大
永
六
年

山
中
ノ
御
陳
ハ
未
息
マ
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富
士
山

大
　
原

吉
　
田

大
永
七
年

大
永
八
年

大

享
禄
元
年

和
泉
殿
二
一
夜
入
道
殿
一
二
夜
大
原
ニ
テ
ハ
三
升

享
禄
三
年

立

吉
田
衆
打
死
至
候

享
禄
四
年

享
禄
五
年

此方
二
不
限
天
下
皆
ナ
悉
ク
テ
リ
申
候
某
シ
部
屋
ヲ
建
立
致
候

天
文
二
年

大

上
吉上

吉
田
方
々
渡
辺
荘
さ
衛
門
殿
ト
下
吉
田
勝
チ
候

天
文
三
年

天
文
四
年

常
在
寺
焼
申
候
造
立
候
て
九
年
ナ
リ
テ
焼
候

モ

天
文
五
年

小
林林

形
ヲ
屋
敷
二
御
立
候

天
文
六
年

常在
寺
御
堂
（
中
略
）
立
申
候

下

富
士
山

大
　
原

吉
　
田

天
文
七
年

大
原
モ

座
候

此

天
文
八
年

道
者

天
文
九
年

諏

天
文
十
三
年

小
林
宮
内
助
殿

天
文
十
四
年

富
士
山
ヨ
リ
雪
代
水
ヲ
シ
候
て

大
原
ニ
テ
越
年

吉
田
ヘ
ヲ
シ
カ
ケ
下
吉
田
ノ
冬
水
ノ
麦
ヲ
諏
訪
ノ
森
ヲ
全
二
御
モ
チ
候

天
文
十
五
年

此
近
辺

地

申
候
ヲ
タ
レ
ノ
田
地
悉
ク
ヲ
シ
ナ
カ
シ
申
候

天
文
十
六
年

当
寺
ノ
ハ
ツ
キ
致
候

天
文
十
七
年

御
富
士
へ
参
詣
申
候

天
文
十
八
年

下

天
文
十
九
年

覚
輪リ

候
ク
リ
御
造
リ
候

此
ア

6ユ
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富
士
山

大
　
原

吉
　
田

天
文
廿
年

松
山
ノ
宿
焼
ケ
申
候
刑
部
殿
ノ
家
ハ
焼
不
申
候

天
文
廿
一
年

御
大本

天
文
廿
二
年

六

此方
ノ
冬
水
チ
カ
イ
申
候
去
程
大
麦
チ
カ
イ
申
候

天
文
廿
三
年

雪
水

大原
海
ミ
、
タ
イ
カ
イ
ヒ
申
候
大
原
ノ
嶋
ヘ
ナ
カ
サ
レ
給
フ
、
大
原
地
下
衆
三
人
番
二
被
成
、
大
原
ノ
嶋
二
御
座
候
、

天
文
廿
四
年

河
口

王
吉
田
西
念
寺
へ
御
付
キ
候

富
士
山

大
　
原

吉
　
田

天
文
廿
五
年

小
林
尾

弘
治
三
年
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富
士
山

大
　
原

吉
　
田

永
禄
二
年

雪
水代

江
水
出
て
、

又
サ理

永
禄
三
年

ツ

ツ

共
、
鹿
鳥
無
残
被
取
申
事
無
限
候
、
同
道
者
の
事
ハ
ニ
月
よ
り
七
月
迄
参
申
候
、

永
禄
六
年

大

荒
蔵
之
山
沢
水
出
候
て
、
昼
夜
廿
日
出
候

が
推
測
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
願
）

　
享
禄
三
年
（
一
五
三
〇
）
の
条
に
は
、
「
此
年
ノ
三
月
立
ノ
馬
場
ノ
大
日
堂
炎
上

被
レ
食
候
、
同
ク
大
日
焼
ケ
メ
サ
レ
候
」
と
あ
っ
て
、
瑠
ノ
馬
場
の
大
日
堂
が
尊
像

と
と
も
に
焼
失
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
一
八
年
後
の
天
文
十
七
年
に
は
、

「
六

月
ノ
道
者
ハ
十
年
ノ
内
ハ
ナ
ク
、
御
富
士
へ
参
詣
申
候
」
と
記
述
さ
れ
る
。
六

月
開
山
期
の
登
山
道
者
は
十
年
の
う
ち
で
も
っ
と
も
多
く
、
御
富
士
へ
参
詣
し
た
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
年
の
開
山
直
前
の
五
月
二
十
六
日
に
は
、
富
士
山
神
事

に
つ
い
て
小
山
田
信
有
が
印
付
の
文
書
（
判
物
）
を
諏
訪
禰
宜
（
北
ロ
本
宮
冨
士
浅

間
神
社
摂
社
の
諏
訪
神
社
禰
宜
）
に
差
出
し
て
い
る
〔
県
資
4
一
四
九
九
〕
。
そ
の
内

容
は
、
毎
年
の
富
士
山
「
御
神
事
」
に
「
吉
田
諏
訪
」
（
諏
訪
森
）
よ
り
上
の
富
士

山
内
に
「
新
神
楽
所
」
を
仕
立
て
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
新
し
い
神
楽
所
が
で
き
た

な
ら
ば
、
そ
の
方
（
諏
訪
禰
宜
）
の
手
抜
か
り
と
す
る
。
特
に
騒
ノ
馬
場
（
の
大
日

堂
）
よ
り
上
の
山
内
で
鳴
物
（
音
曲
）
を
鳴
ら
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
の
は
古
く

か

ら
の
法
度
な
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
心
得
て
お
く
よ
う
に
せ
よ
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
、
騙
ノ
馬
場
に
は
既
存
の
神
楽
所
が
あ
っ
て
、
神
楽
を
伴
う

神
事
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
「
新
神
楽
所
」
と
は
、
よ
り
上
位
の

小
室
（
御
室
、
二
合
目
）
を
意
識
し
て
の
こ
と
な
の
か
。
新
た
な
神
楽
所
を
設
置
し

よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
神
楽
の
形
態
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
資
料
が
、
そ
れ
か
ら
四
四
年
後
の
天
正
二
十
年
（
一
五
九
二
）
に
甲
斐
国
を
領
し

た
加
藤
道
泰
家
臣
の
西
田
一
相
に
よ
っ
て
「
浅
間
大
菩
薩
」
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
〔
県

資
8
一
四
〇
〕
。
「
敬
白
立
願
状
之
事
」
と
題
さ
れ
た
願
文
で
、
＝
神
馬
之
事
　
一

大
鳥
居
造
営
之
事
　
御
湯
神
楽
之
事
」
を
誓
約
し
て
い
る
。
神
馬
を
奉
納
す
る
こ
と
、

大
鳥
居
を
造
り
替
え
る
こ
と
、
御
湯
神
楽
を
奏
上
す
る
こ
と
、
を
富
士
山
の
「
浅
間

大
菩
薩
」
に
誓
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
の
当
時
の
神
楽
が
御
湯
（
花
）

神
楽
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
な
お
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
の
庚
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

御
縁
年
の
大
祭
に
も
御
湯
を
あ
げ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
富
士
山
北
口
大
祭
之

図
」
に
は
、
神
楽
殿
の
西
側
に
湯
釜
を
据
え
、
火
焚
き
の
二
人
の
男
を
座
ら
せ
て
、
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醜　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　ぷニぽニエ

ズ＿串神茶大ロブヒ山士冨
　　　　　　一一　「一『　『　　　　　　　　　　一一　　

藍

蔑
¶
罫
慰
‖
い
P
卜
u
－
卜

遍r

…
二

　
　
　
趣

饗

詩
顯
犠

写真3　富士山北口大祭神事之図
　　　　富士山は、庚申年には大祭が執行された。万延元（1860）年の作製で、御縁年大祭の様子が詳し
　　　　く描写される。

大

祭
執
行
の
様
子
を
描
い
て
い
る
。
富
士
山
の
神
事
に
御
湯
は
欠
か
せ
な
い
も
の

だ

っ

た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
御
湯
神
楽
に
関
連
し
て
、
愛
知
・
長
野
・
静
岡
県
が
県
境
を
接
す
る
山
が
ち

な
地
域
で
あ
る
三
信
遠
と
呼
ば
れ
る
地
域
の
芸
能
の
中
に
は
、
「
富
士
浅
間
の
御
湯
」

、
賃

。

◎
｛
ー

：
ぜ

懸
鰺
厚
〉
岨

苦
＼
雀・

S
八

〆．

戸
。
。

略
’　　r」

〆り、x

、A

● ’階iえ夢
▼

百晒丁一r繧
＿＿＿

一 ≠ぞ
写真4　富士山北口大祭神事之図（部分）
　　　　神楽殿の右手に四方竹を立て注連縄を張り、その中央の竈に羽釜が据えられる。傍らには湯を沸
　　　　かす二人の奉仕者が描かれる。

の

演
目
を
も
つ
神
楽
が
あ
る
。
長
野
県
天
龍
村
坂
部
・
大
河
内
・
向
方
の
霜
月
神
楽

（国
指
定
文
化
財
「
天
龍
村
の
霜
月
神
楽
」
）
は
、
演
目
の
中
に
と
も
に
「
富
士
浅
間

の

御
湯
」
を
伝
え
て
い
る
。
『
日
本
民
俗
芸
能
事
典
』
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
演
目

を
比
較
し
て
掲
げ
た
も
の
が
表
2
で
あ
る
（
大
河
内
は
現
地
の
資
料
で
補
完
し
た
）
。
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表2　「富士浅間の御湯」演目一覧

坂
部
の
冬
祭
り

お
潔
め
祭
り
（
大
河
内
）

お
潔
め
祭
り
（
向
方
）

一

、
お
は
ま
お
り

一
、

お

練
り

二
、
宿
入
り

一

、
お
登
り

三
、
祭
典

二
、
拝
殿
に
て
祭
式

二
、
お
は
ら
い

四
、
釜
洗
い注

連
引
き

御
供
渡
し

三
、
上
宮
天
狗
祭
り

順
の
舞

四
、
か
ま
ど
は
ら
い

天
狗
祭
り

三
、
宮
祓
い
の
儀

五
、
下
宮
天
狗
祭
り

六
、
う
ち
は
や
し

五
、
大
庭
酒

七
、
お
神
酒
び
ら
き

六
、
申
し
上
げ

四
、
神
下
し
の
儀

八
、
神
正
義

湯
祓
い

九
、
み
や
な
ら
い

五
、
順
の
舞

一
〇
、
順
の
舞

七
、
花
の
舞

＝
、
花
の
よ
う
と
め
の
舞

八
、
大
神
宮
の
御
湯

九
、
火
の
大
神
の
御
湯

一
〇
、
神
楽
大
神
の
御
湯

六
、
み
る
め

一
二
、
き
よ
め
の
湯
立
て

七
、
お
清
め
の
行
事

八
、
扇
の
三
つ
舞

＝
二
、
湯
ば
や
し
舞

九
、
お
ぶ
す
な
の
湯
立

一
四
、
産
土
の
湯
立
て

十
、
生
ま
れ
っ
子

十
一
、
剣
の
三
つ
舞

一
五
、
湯
ば
や
し
の
舞

＝
、
津
島
大
神
の
御
湯

十
二
、
天
照
皇
大
神
の
湯
立

一
六
、
二
の
方
諏
訪
大
神
の

湯
立
て

十

三
、
み
か
ぐ
ら
の
御
神
酒

十
四
、
扇
の
四
つ
舞

一
七
、
三
つ
舞

一
二
、
切
替
え

十
五
、
願
舞

＝
≒

東
方
富
士
浅
間
神
社

十
六
、
富
士
浅
間
の
湯
立

一
八
、
三
方
大
神
の
湯
立
て

の
御
湯

ー
浅
間
の
湯
立
て

十
七
、
一
旗
の
湯

十
八
、
剣
の
四
つ
舞

一
四
、
諏
訪
神
社
の
御
湯

十
九
、
諏
訪
明
神
の
湯
立

一
五
、
面
形
の
舞

た
い
き
り
面

獅
子
舞

坂
部
の
冬
祭
り

お
潔
め
祭
り
（
大
河
内
）

お
潔
め
祭
り
（
向
方
）

鬼
神
面

天
公
鬼
面

青
公
鬼
面

水
王
様

火
王
様

翁
面

日
月
面

海
道
下
り

十

九
、
海
道
下
り

一
六
、
八
坂
神
社
の
御
湯

二

〇
、
関
殿
の
湯
立
て

二

一

、
古
伝
の
舞

二

二
、
お
う
ろ
く
の
湯
立
て

二

三
、
き
り
ち
が
い
の
舞

一
七
、
神
妻
神
社
の
御
湯
ー

二

四
、
し
め
の
御
主
の
湯
へ

止
湯

上

る
湯
立
て

二

五
、
よ
な
ふ
ね
こ
ぎ

二
六
、
下
道
ば
ら
い

一
入
、
鎮
火
祭
ー
火
防
の
舞

二

十
、
鎮
の
舞

二

七
、
火
ぶ
せ
の
舞

こ
の
中
で
各
地
の
浅
間
神
社
や
そ
の
ほ
か
の
神
々
の
読
み
上
げ
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
大
河
内
で
は
、
禰
宜
が
神
々
の
名
称
を
記
し
た
扇
を
広
げ
、
舞
い
手
が
そ
れ
を
読

み
上
げ

な
が
ら
、
神
名
ご
と
に
一
度
ず
つ
幣
串
の
根
元
を
湯
に
浸
す
。
例
え
ば
「
富

士
浅
間
の
湯
う
召
せ
」
と
唱
え
な
が
ら
幣
串
の
根
元
を
湯
の
中
に
入
れ
、
そ
れ
を
出

し
な
が
ら
「
富
士
浅
間
の
精
進
ん
」
と
続
け
、
次
に
「
村
山
浅
間
の
湯
う
召
せ
、
村

山
浅
間
の
精
進
ん
」
（
村
山
浅
間
神
社
、
富
士
宮
市
）
と
い
う
よ
う
に
、
吉
田
浅
間
（
北

口

本
宮
冨
士
浅
間
神
社
、
富
士
吉
田
市
）
、
河
口
浅
間
（
河
口
浅
間
神
社
、
富
士
河

口

湖
町
）
を
含
め
て
各
地
の
浅
間
神
社
や
八
大
龍
王
、
秋
葉
神
社
な
ど
の
神
々
を
順

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

番
に
読
み
上
げ
て
ゆ
く
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
、
左
手
に
湯
笹
を
持
ち
、
右
手
に
鈴
を

持
っ
て
舞
を
舞
う
。
右
手
に
座
っ
た
も
の
が
ウ
タ
グ
ラ
（
歌
神
楽
）
の
歌
い
だ
し
の

音
頭
を
取
っ
て
、
ほ
か
の
も
の
が
下
の
句
に
歌
を
つ
け
て
唱
和
す
る
。
こ
の
富
士
浅

間
の
湯
立
は
、
オ
ユ
ダ
チ
（
御
湯
立
）
と
歌
神
楽
の
舞
か
ら
な
っ
て
い
る
。
富
士
山
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4慧
嚢

　　鍵編苺琵雛麹灘響轍臨雌彩羅講麗鞭灘羅聾

写真5　富士浅間の湯立（長野県天龍村）
　　　　扇に記された神さんを呼びながら幣串の根元を湯につけてオユダチをする。

地
域
の
修
験
や

御
師
と
の
交
流
を
芸
能
と
し
て
伝
承
し
て
い
る
。

　
富
士
山
を
め
ぐ
る
地
域
に
は
す
で
に
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
御
湯
神
楽
が
三
信
遠
の

地
域

に
残
さ
れ
て
き
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
形
態
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理

解
さ
れ
る
。

②
下
宮
の
筒
粥
と
流
鏑
馬
の
神
事

写真6 富士浅間の湯立の舞（長野県天龍村）

オユダチの終了後、ウタグラにあわせて舞を舞う。

　
今

ま
で
紹
介
し
た
御
湯
神
楽
に
関
連
し
て
、
こ
こ
で
は
下
吉
田
の
氏
神
で
あ
り
下

宮
と
呼
称
さ
れ
る
小
室
浅
間
神
社
の
神
事
で
あ
る
筒
粥
と
流
鏑
馬
を
取
り
上
げ
て
み
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た
い
。
こ
の
神
社
は
、
古
く
は
上
・
下
吉
田
と
松
山
（
1
1
吉
田
郷
）
の
産
土
神
で
あ
っ

た
。
筒
粥
と
流
鏑
馬
は
一
連
の
神
事
と
認
識
さ
れ
、
筒
粥
の
翌
日
に
馬
（
流
鏑
馬
の

馬
主
）
の
籔
引
き
、
流
鏑
馬
祭
礼
に
お
け
る
座
の
記
録
と
伝
承
、
山
宮
神
事
と
目
さ

れ

る
流
鏑
馬
前
日
の
天
神
社
で
の
山
王
祭
な
ど
、
神
事
の
場
所
や
祭
祀
組
織
の
あ
り

方
が
複
雑
な
構
成
を
示
し
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
下
吉
田
村
は
本
村
と
新
田
に
分
か

れ
、
本
村
に
は
上
組
と
森
組
の
二
つ
の
村
組
が
あ
り
、
上
組
は
さ
ら
に
中
組
と
新
屋

敷
組

に
分
か
れ
て
い
た
。
新
田
は
上
組
新
田
と
森
組
新
田
に
分
か
れ
て
い
た
。
村
全

体
で
祀

る
下
宮
と
、
中
組
が
祀
る
天
神
社
、
森
組
の
渡
辺
明
神
社
が
、
現
在
も
存
在

し
て
い
る
。

　
下

宮
の
小
正
月
の
神
事
に
ツ
ツ
ガ
イ
（
筒
粥
）
が
あ
り
、
下
吉
田
新
田
（
富
士
見

町
）
の
葭
池
を
オ
オ
ヤ
（
本
家
）
と
す
る
渡
辺
清
左
衛
門
家
の
親
類
衆
が
こ
の
神
事

を
執
行
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
シ
ン
ル
イ
シ
（
親
類
衆
）
、
オ
ヤ
コ
シ
（
親
子
衆
）

な
ど
と
い
い
、
直
系
の
本
分
家
の
集
団
に
、
現
在
は
姻
族
の
家
を
含
め
、
第
一
か
ら

第
四
ま
で
の
古
い
分
家
を
加
え
て
構
成
す
る
祭
礼
組
織
を
も
ち
、
あ
え
て
「
御
祭
」

と
は
い
わ
ず
、
オ
カ
ユ
（
御
粥
）
、
ツ
ツ
ガ
イ
（
筒
粥
）
以
外
の
呼
び
方
の
な
い
こ

の

よ
う
な
祭
り
行
事
も
、
こ
こ
で
は
祭
祀
組
織
の
座
の
一
つ
と
し
て
検
討
し
て
ゆ
く

こ
と
に
す
る
。

　
『
勝
山
記
』
永
禄
三
庚
申
年
の
条
に
は
筒
粥
神
事
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
二

月
廿
日
二
大
雪
ブ
リ
、
ツ
ツ
ガ
イ
ニ
ハ
何
も
不
入
候
得
共
、
鹿
鳥
無
残
被
取
申
事
無

限

候
、
同
道
者
の
事
ハ
ニ
月
よ
り
七
月
迄
参
申
候
」
と
あ
り
、
筒
粥
に
何
も
入
ら
な

か
っ

た
が
、
鹿
鳥
（
島
か
）
を
残
さ
ず
に
取
り
申
さ
れ
る
こ
と
が
限
り
な
く
候
（
鹿

島
送
り
を
し
た
こ
と
）
に
よ
っ
て
よ
い
兆
し
と
な
り
、
庚
申
年
の
こ
の
年
に
は
二
月

か

ら
道
者
が
や
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
神
事
は
現
在
も
下
宮
で
行
わ
れ
て

い

る
筒
粥
と
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
御
粥
を
「
あ
げ
て
」
（
煮
上
げ
て
）
占
う
神

事
が
、
戦
国
時
代
か
ら
継
続
し
て
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
筒
粥
は
、

天
候
や

作
物
の
豊
凶
を
占
う
も
の
で
、
正
月
十
四
日
の
晩
か
ら
十
五
日
の
未
明
に
か

け
て
執
行
さ
れ
る
。
釜
の
側
部
に
鋳
出
さ
れ
た
鳥
居
の
沓
石
の
底
ま
で
水
を
張
っ
て
、

ヒ
ジ
ロ
（
囲
炉
裏
）
に
火
を
焚
い
て
湯
を
沸
か
し
、
沸
騰
し
た
湯
の
中
に
粟
五
合
と

米
二
升
を
一
緒
に
大
釜
に
入
れ
、
御
粥
を
煮
る
仕
来
り
で
、
そ
の
中
に
葭
を
編
み
込

ん

だ

筒
を
先
端
に
く
く
り
つ
け
た
カ
ツ
ノ
キ
（
ヌ
ル
デ
）
の
カ
イ
バ
シ
ラ
（
粥
柱
）

を
立
て
、
煮
上
が
っ
た
あ
と
に
ヨ
シ
の
筒
の
中
に
入
り
込
ん
だ
粥
の
多
少
に
よ
っ
て
、

そ
の
年
の
作
物
の
出
来
・
不
出
来
を
占
っ
て
い
る
。

写真7 下宮の筒粥殿
入口に板の間と流しがあり、奥にヒジロ（囲炉裏）を切った占いの部屋を設ける。
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写真8 湯に入れられる米と粟
米二升と粟五合を沸騰した湯の中に入れる。

　
筒
粥
の
占
人
は
渡
辺
清
左
衛
門
家
の
当
主
と
そ
の
イ
ッ
ケ
（
一
家
、
葭
池
の
親
類

衆
）
が
世
襲
し
て
き
た
。
現
在
は
保
存
会
を
結
成
し
、
全
員
が
「
占
」
と
染
め
た
法

被

を
着
用
す
る
。
清
左
衛
門
は
下
吉
田
の
中
心
部
で
あ
る
中
村
（
本
町
）
に
住
ん
で

い

た
が
、
安
政
年
間
に
お
湯
屋
（
葭
之
池
温
泉
、
「
葭
池
」
と
通
称
す
る
）
を
開
い

て

そ
こ
に
移
住
し
た
。
代
々
清
左
衛
門
を
襲
名
し
、
先
代
は
清
左
を
名
前
と
し
て
お

り
、
後
述
す
る
芝
座
衆
を
構
成
す
る
家
の
一
つ
で
あ
り
、
自
分
の
名
前
に
「
左
」
の

字
が

つ
け
ら
れ
た
の
は
、
左
に
座
る
家
だ
か
ら
と
の
伝
承
を
も
っ
て
い
た
。
同
家
の

庭

に
は
、
剣
丸
尾
熔
岩
流
末
の
湧
水
を
集
め
る
葭
之
池
が
あ
っ
て
、
神
事
に
使
用
す

る
葭
を
大
切
に
育
て
て
い
る
。
な
お
、
古
く
は
常
在
寺
の
檀
家
だ
っ
た
と
す
る
伝
承

　
　
（
5
）

が
あ
る
。

　
筒
粥
殿
は
、
現
在
は
本
殿
の
裏
側
に
移
築
さ
れ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
境
内
入
口

の
大
杉
の

傍
に
存
在
し
た
。
親
類
衆
が
座
る
場
所
を
確
認
す
る
と
、
清
浄
に
保
た
れ

た
囲
炉
裏
の
東
側
に
本
家
当
主
（
占
人
）
と
そ
の
直
系
の
親
族
が
西
を
向
い
て
座
り
、

南
側
に
は
古
い
分
家
の
家
々
が
座
る
。
入
口
の
あ
る
炉
の
北
側
に
は
氏
子
総
代
が
着

写真9 粥の煮あがりを待つ占人とシンルイシ
釜の中心にカイバシラを立て、カイカキボウを添える。

座

し
、
西
側
に
神
職
が
陣
取
る
。
旧
来
の
場
所
を
想
定
し
て
座
る
場
所
を
整
理
す
る

と
、
占
人
は
本
殿
を
向
い
て
座
り
、
本
殿
を
背
に
し
た
神
職
と
向
か
い
合
う
。
南
奥

に
分
家
が
、
北
側
手
前
の
入
口
部
が
客
座
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
筒
粥
の
占

い
の

項
目
は
二
十
四
種
あ
り
、
夕
顔
を
は
じ
め
、
大
麦
、
き
び
、
あ
わ
、
あ
ず
き
、

そ
ば
、
い
も
な
ど
の
作
物
と
、
道
者
と
呼
ば
れ
る
富
士
登
拝
者
の
多
少
で
あ
り
、
道
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写真10 筒粥の占い
今年の「道者」は六分と判定する。

写真11 流鏑馬に用いる粟
流鏑馬の神事には粟の穂が供えられる。粟は鳴沢村の人が奉納する。
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者
全
体
と
、
甲
州
、
信
州
、
駿
州
な
ど
五
つ
の
国
別
の
地
域
を
占
っ
て
い
る
。
占
い

の
ブ

ヅ
ケ
（
分
付
け
、
占
標
の
こ
と
）
は
そ
の
年
の
作
付
け
や
道
者
受
入
れ
の
指
標

と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
占
い
の
終
了
後
、
占
い
を
示
す
葭
の
管
を
並
べ
た
ダ
イ

（台
、
長
い
板
の
こ
と
）
と
大
釜
を
神
前
に
持
ち
出
し
て
結
果
を
報
告
す
る
。

　
筒
粥
神
事
の
翌
日
、
十
五
日
に
は
「
馬
の
籔
」
が
引
か
れ
て
い
た
。
流
鏑
馬
の
役

写真12筒粥占標

写真13 馬の籔引き
現在は流鏑馬の前日の夜に行われる。

馬
を
奉
納
す
る
馬
主
に
な
る
た
め
の
神
籔
を
引
く
寄
合
を
開
い
た
。
富
士
吉
田
市
教

育
委
員
会
が
刊
行
し
た
小
冊
子
『
流
鏑
馬
』
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。
「
厳

密
に
は
、
こ
の
行
事
が
始
ま
る
の
は
小
正
月
十
五
日
の
正
午
・
奉
仕
馬
の
く
じ
引
の

神
社
寄
り
合
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
正
午
の
く
じ
引
寄
り
合
い
に
先
だ
っ
て
そ
の
年

の

奉
仕
を
希
望
す
る
も
の
は
各
自
、
神
社
に
集
り
こ
の
時
を
待
つ
。
こ
の
十
五
日
は
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恰
も
十
四
日
の
宵
か
ら
行
わ
れ
る
豊
凶
の
筒
粥
神
事
が
発
表
さ
れ
る
日
で
も
あ
っ
て
、

古
来
農
家
が
そ
の
年
の
作
付
を
決
め
る
重
要
な
関
心
事
に
支
え
ら
れ
て
い
る
日
で
も

あ
っ
た
」
〔
富
士
吉
田
の
文
化
財
く
そ
の
二
十
V
、
富
士
吉
田
市
教
育
委
員
会
〕
と
あ
り
、

祝
詞
奏
上
の
後
に
神
職
の
介
添
え
で
馬
主
が
薮
を
引
い
て
お
り
、
筒
粥
と
流
鏑
馬
は
、

互
い

に
関
係
の
深
い
一
体
の
神
事
と
観
念
さ
れ
て
き
た
。

　
江
戸
時
代
に
は
、
正
月
十
五
日
に
森
（
古
森
、
仲
町
）
に
あ
る
明
神
（
渡
辺
明
神

社
）
で
祭
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
に
編
纂
さ
れ

た
『
甲
斐
国
志
』
に
記
録
さ
れ
る
。
同
書
は
、
三
渡
辺
明
神
　
同
村
（
下
吉
田
村
）

　
社
中
除
地
弐
百
四
坪
、
例
祭
正
月
十
五
日
、
九
月
廿
二
日
、
鍵
取
渡
辺
右
近
助
、

此
社
ハ
渡
辺
氏
一
族
数
十
戸
ノ
氏
神
ナ
リ
、
是
ヲ
苗
字
カ
ケ
場
ト
称
ス
、
渡
辺
綱
ノ

霊

ヲ
祭
ル
ト
ゾ
」
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
神
社
は
、
渡
辺
の
「
ミ
ョ
ウ
ジ
カ
ケ
（
苗
字

懸
）
の
お
宮
」
で
あ
っ
て
、
祭
礼
に
は
、
芝
座
（
宮
座
）
が
組
ま
れ
て
い
た
。
「
鍵
取
」

の
渡
辺
右
近
助
（
右
膳
さ
ま
）
を
始
め
、
後
述
す
る
下
宮
の
座
（
神
前
列
座
、
芝
座
）

に
座
る
萱
沼
（
与
一
ち
ゃ
ま
）
家
以
外
の
家
々
が
、
こ
の
芝
座
を
組
む
こ
と
か
ら
し

て
、
馬
の
簸
は
旧
来
こ
こ
に
一
座
し
た
人
々
が
見
守
る
中
で
引
か
れ
て
い
た
可
能
性

が
高
い
。

　
秋
の
流
鏑
馬
は
、
ウ
マ
（
馬
）
、
あ
る
い
は
ウ
マ
ッ
ト
バ
シ
（
馬
飛
ば
し
）
、
ウ
マ
ッ

ト
バ
カ
シ
、
古
く
は
ハ
ッ
チ
ョ
バ
ン
バ
（
八
町
馬
場
）
と
い
い
、
日
常
で
は
「
お
祭

り
に
、
ウ
マ
あ
見
に
き
た
」
な
ど
と
会
話
さ
れ
る
。
ハ
ッ
チ
ョ
バ
ン
バ
と
は
、
森
（
古

森
）
か
ら
天
神
社
の
祀
ら
れ
て
い
る
山
王
さ
ん
の
森
（
山
王
森
）
ま
で
、
長
さ
八
町

の
馬
場
を
流
鏑
馬
の
馬
飛
ば
し
を
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
呼
ぶ
の
だ
と
い
う
。

古
く
か
ら
の
行
事
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
勝
山
記
』
の
中
か
ら
は
、
流
鏑

馬
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
記
述
を
見
つ
け
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

前
述
の
小
山
田
氏
が
発
給
し
た
文
書
に
あ
る
「
富
士
山
御
神
事
」
が
流
鏑
馬
を
含
む

一
連

の
神
事
を
さ
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。

　
小
室

浅
間
神
社
と
そ
こ
で
の
流
鏑
馬
は
、
『
甲
斐
国
志
』
の
中
に
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。
「
下
宮
浅
間
明
神
　
本
村
（
下
吉
田
村
）
氏
神
也
、
祭
神
同
上
（
木

写真14 下宮の流鏑馬
馬場頭に向かって役馬を走らせる。朝馬は白い狩衣を着用して三か所の的を射る。
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写真15森の渡辺明神社
　　　　森（古森）に渡辺明神社が祀られる。横町からの入口を写したもの。渡辺のイッケシは明神の
　　　　祭礼にこの庭で芝座を組んだ。

花

開
耶
姫
命
・
鷹
飼
・
犬
飼
）
、
社
中
除
地
千
百
八
十
四
坪
、
神
田
高
十
二
石
八
斗

二
升
六
合
、
此
百
姓
五
人
ニ
テ
神
田
ヲ
耕
シ
祭
典
ノ
費
用
、
臨
時
社
役
ヲ
勤
メ
、
其

余
ヲ
神
主
二
配
分
ス
、
例
祭
九
月
十
九
日
、
流
鏑
馬
ア
リ
、
射
儀
ノ
得
失
ヲ
以
テ
一

年
ノ
吉
凶
ヲ
占
ス
、
祭
終
リ
テ
神
主
幡
野
備
前
へ
神
酒
ヲ
懸
今
上
ル
（
後
略
）
、
と

あ
る
。
例
祭
は
九
月
十
九
日
、
流
鏑
馬
の
射
儀
に
よ
る
吉
凶
の
占
い
が
あ
り
、
神
領

を
耕
作
す
る
下
吉
田
の
五
人
の
百
姓
が
祭
典
の
費
用
と
臨
時
社
役
を
勤
め
、
そ
の
余

を
神
主
に
配
分
し
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
神
田
の
う
ち
、
四
石
余
は
祭

礼
免

と
し
て
五
人
の
神
領
百
姓
に
与
え
ら
れ
て
い
た
。
神
領
百
姓
は
、
渡
辺
右
近
之

助
・
萱
沼
与
一
之
助
・
渡
辺
縫
左
衛
門
・
渡
辺
宮
内
左
衛
門
・
渡
辺
甚
右
衛
門
で
あ

る
。
こ
の
五
人
の
家
が
座
を
構
成
し
、
流
鏑
馬
祭
礼
を
行
い
、
祭
礼
に
先
だ
っ
て
神

殿
の
前
に
「
列
座
」
し
た
。
ま
た
、
祭
礼
後
に
は
拝
殿
の
前
庭
に
一
座
し
て
神
酒
（
濁

酒
）
を
戴
く
「
芝
座
」
を
行
っ
た
の
で
「
芝
座
衆
」
と
も
呼
ば
れ
た
〔
『
下
吉
田
の
民

俗
』
〕
（
表
3
）
。
下
宮
の
座
は
、
森
組
の
祀
る
渡
辺
明
神
の
座
を
基
礎
に
成
立
し
た

と
伝
承
さ
れ
、
渡
辺
の
四
系
統
の
オ
オ
ヤ
（
本
家
）
と
、
萱
沼
の
オ
オ
ヤ
の
一
軒
か

ら
な
っ
て
お
り
、
左
座
と
右
座
の
区
別
が
あ
っ
て
、
相
対
的
に
左
座
が
優
先
し
た
。

神
前
に
は
、
左
に
右
近
之
助
・
縫
左
衛
門
・
宮
内
左
衛
門
（
森
組
）
が
、
右
に
与
一

之
助
（
上
組
）
・
甚
右
衛
門
（
上
組
か
、
系
譜
不
明
）
が
列
座
し
、
芝
座
も
同
様
に
、

左
座
が
森
組
の

座
、
右
座
が
上
組
の
座
で
あ
っ
た
。
幕
末
期
に
は
、
芝
座
衆
の
祭
祀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

組
織
の
中
に
村
役
人
が
介
入
し
よ
う
と
す
る
争
論
が
発
生
し
た
。
伝
承
の
上
で
は
、

神
領
百
姓
の
五
人
の
一
人
が
濁
酒
（
神
酒
）
を
掻
き
、
二
人
が
奉
納
馬
（
朝
馬
と
夕

馬
に
分
か
れ
る
）
の
世
話
を
し
、
残
り
の
二
人
が
朝
馬
と
夕
馬
の
乗
り
手
を
勤
め
た

と
さ
れ
る
。
現
在
も
神
領
百
姓
の
系
譜
を
引
く
数
軒
の
家
と
、
そ
の
古
い
分
家
と
さ

れ

る
芝
座
衆
の
家
々
の
男
性
が
祭
礼
組
織
を
構
成
し
、
こ
れ
ら
の
人
び
と
の
奉
仕
に

よ
っ
て
流
鏑
馬
が
行
わ
れ
て
い
る
。
争
論
の
中
に
記
さ
れ
る
芝
座
に
座
る
も
の
が
（
渡

辺
）
文
右
衛
門
（
「
丸
本
」
）
・
（
渡
辺
）
清
左
衛
門
（
「
葭
池
」
、
以
上
左
座
）
、
（
萱
沼
）

右
馬
之
丞
・
（
渡
辺
）
九
郎
右
衛
門
・
（
渡
辺
）
次
郎
左
衛
門
（
以
上
右
座
）
で
あ
り
、

「
祭
礼

見
届
役
」
と
し
て
占
い
に
当
た
っ
て
き
た
。
現
在
、
馬
場
を
「
飛
ん
だ
」
役
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表3芝座対照表

中
　
世

近
　
　
　
世

現
　
在

下
　
　
　
宮

天
　
　
　
神

（屋
号
）

（神
領
百
姓
）

神
前
列
座

芝
座

祭
礼
（
山
王
祭
）
座
鋪

天
神
祭
礼
ノ
座

天
神
祭
芝
座

浅
間
ノ
森

山
王
ノ
森

『勝
山
記
』

神
社
古
例
証
文
之
事

天
神
祭
礼
座
席
の
取
極

寛
文
九
年

嘉
永
元
年

安
永
九
年
（
一
七
〇
九
）

寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）

渡
辺
（
縫
美
）
家
文
書

渡
辺
（
綱
夫
）
家
文
書

渡
辺
（
綱
夫
）
家
文
書

下
吉
田
衆

下
吉
田
森
（
神
領
百
姓
）

（渡
辺
同
名
六
人
之
座
鋪
）

伊
賀
ハ
当
名
右
近
之
助

右
近
之
助

右
近
之
助
（
左
座
森
組
）

○

右
膳
さ
ま

右
衛
門
尉
ハ
当
名
大
学

宮
内
左
衛
門

○
宮
内
左
衛
門
（
左
座
）

宮
内
左
衛
門

吉
嶋

甚
右
衛
門
ハ
当
名
甚
右
衛
門

甚
右
衛
門

○

縫
左
衛
門
ハ
当
名
縫
右
衛
門

縫
左
衛
門

縫
左
衛
門
（
左
座
森
組
）

○

文
右
衛
門
（
左
座
森
組
）

○

丸
本

清
左
衛
門
（
左
座
森
組
）

○

葭
池

新
右
衛
門
ハ
当
名
与
一
之
助

与
一
之
助

与
一
之
助
（
右
座
上
組
）

与
一
之
助
（
右
座
）

与
市
之
助

与
一
之
助

与
一
ち
ゃ
ま

右
馬
之
丞
（
右
座
上
組
）

右
馬
之
丞
（
左
座
）

右
馬
之
丞

う
ま
の
じ
よ
う

九
郎
右
衛
門
（
右
座
上
組
）

九
郎
右
衛
門

次
郎
右
衛
門
（
右
座
上
組
）

次
郎
左
衛
門
（
左
座
）

次
郎
兵
衛

将
監
（
右
座
）

大
炊
左
衛
門

大
炊
左
衛
門

お

お
い
ざ
え
も
ん

三
左
衛
門

三

之
丞

新
左
衛
門

新
左
衛
門

与
惣
左
衛
門

与
惣
左
衛
門

弥
左
衛
門

弥
左
衛
門

大
上

茂
兵
衛

新
右
衛
門

弥
五
左
衛
門

堀内眞［富士山の神事と芸能］

馬
の
足
跡
（
蹄
跡
）
で
火
事
の
占
い
を
す
る
が
、
こ
れ
を
行
う
占
人
は
こ
れ
ら
の
家
々

が
互
い

に
務
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
昭
和
二
十
五
年
か
ら
占
い
を
す
る
家

を
固
定
し
て
占
人
を
世
襲
す
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
。
現
在
は
、
萱
沼
徳
政
・
渡
辺

芳
治
（
ト
ウ
ゼ
ム
の
分
家
）
・
渡
辺
一
弘
（
チ
ュ
ウ
ザ
エ
ム
の
分
家
）
家
の
三
人
が

務
め

て

い

る
。
右
馬
之
丞
の
系
譜
は
萱
沼
（
徳
政
）
家
に
引
継
が
れ
る
。
同
家
は
萱

沼
の
大
上
イ
ッ
ケ
の
第
一
分
家
（
徳
右
衛
門
）
で
あ
る
。
ト
ウ
ゼ
ム
（
藤
左
衛
門
）

は
葭
池
の
第
二
分
家
で
、
そ
の
分
家
の
天
神
下
の
家
が
務
め
て
い
る
。
チ
ュ
ウ
ザ
エ

ム

（忠
左
衛
門
、
オ
サ
ヤ
）
は
系
譜
が
不
明
で
あ
る
が
、
戦
後
に
東
京
に
転
出
し
、

そ
の
「
イ
ン
キ
ョ
（
分
家
）
を
見
つ
け
て
入
れ
た
」
、
昭
和
二
十
五
年
に
仲
間
に
加

え
た
。

　
前
日
の
九
月
十
八
日
は
山
王
森
に
あ
る
天
神
社
で
、
山
王
さ
ん
へ
の
奉
幣
使
参
向

が
行
わ
れ
る
。
下
宮
の
祭
神
で
あ
る
木
花
咲
耶
姫
命
が
、
父
神
の
山
王
さ
ん
（
山
の
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写真16 馬の足跡を見る占人
役馬が走った後の馬の足跡を確認して馬場をゆく萱沼氏（手前）と渡辺氏（後）。

神
・
大
山
咋
命
）
に
会
い
に
行
く
の
だ
と
い
う
。
山
王
さ
ん
に
到
着
し
、
拝
殿
で
山

王

祭
が
宮
司
を
中
心
に
行
わ
れ
る
。
祝
詞
の
奏
上
な
ど
を
拝
殿
で
行
う
。
祭
り
が
終

わ

っ

て

神
社
を
出
発
し
、
復
路
は
中
央
通
か
ら
西
裏
、
月
江
寺
大
門
か
ら
馬
場
頭
へ

出
て
馬
場
を
下
り
流
鏑
馬
橋
を
渡
っ
て
裏
参
道
よ
り
下
宮
境
内
へ
到
着
す
る
。
旧
来

は
、
馬
主
が
個
別
に
参
向
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
キ
リ
ビ
（
切
火
）
と
呼
ば
れ
る

祭
礼
の
一
週
間
前
か
ら
の
別
火
潔
斎
を
、
各
馬
主
の
親
類
衆
が
一
緒
に
境
内
の
潔
斎

館
に
泊
り
込
ん
で
行
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
現
在
の
形
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
日
が
暮
れ
る
と
浅
間
さ
ん
の
夜
宮
を
行
い
、
神
楽
殿
で
は
下
吉
田
の
北
に

隣
接
す
る
新
倉
の
太
々
神
楽
が
奉
納
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
天
神
社
は
、
も
と
も
と
字
「
梅
ノ
木
」
に
あ
っ
た
が
、
山
王
森
に
移

写真17山王森の天神社
　　　　山王さんの森に祀られる天神社（正面）と軍刀利社（右）。天王祭にはこの庭で最初の神楽舞

　　　　（獅子神楽）をする。
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し
た
と
い
う
。
森
の
正
面
に
天
神
の
社
と
、
軍
刀
利
社
（
軍
茶
利
夜
叉
明
王
）
、
機

神
社
な
ど
が
あ
っ
て
、
東
側
に
隣
接
し
て
オ
テ
ン
ゴ
ー
さ
ん
（
天
狗
社
）
が
存
在
す

る
。
こ
の
社
は
萱
沼
イ
ッ
ケ
シ
（
一
家
衆
）
の
ミ
ョ
ウ
ジ
カ
ケ
（
苗
字
懸
）
の
神
さ

ん

で

あ
っ
て
、
明
治
に
な
っ
て
中
組
（
上
仲
、
下
仲
、
新
屋
）
の
神
社
と
し
て
差
し

出
さ
れ
た
と
い
う
〔
『
下
吉
田
の
民
俗
』
〕
。

　
安
永
九
年
（
一
七
〇
九
）
の
「
神
社
古
例
証
文
之
事
」
〔
『
富
士
吉
田
市
史
』
史
料

編

4
八
八
六
文
書
、
市
史
4
八
八
六
と
略
記
、
以
下
同
じ
〕
に
は
、
是
ハ
往
古
よ
り
九

月
十
八
日
山
王
権
現
御
縁
日
御
祭
礼
に
て
、
（
萱
沼
）
右
馬
之
丞
・
（
小
野
）
将
監
、

左
右
の
上
座

に
て
相
勤
め
、
左
座
は
（
萱
沼
）
右
馬
之
丞
・
（
渡
辺
）
次
郎
左
衛
門
・

（渡
辺
）
宮
内
左
衛
門
、
そ
れ
よ
り
段
々
に
相
居
り
、
此
の
座
敷
は
畢
寛
左
座
は
渡
辺
、

右
座
は

萱

沼
氏
と
相
分
か
り
候
様
に
候
得
ど
も
、
往
古
は
渡
辺
同
名
六
人
の
座
鋪
と

申
し
伝
え
候
、
然
れ
共
是
迄
右
の
通
り
に
て
御
祭
礼
相
勤
め
申
し
候
、
六
月
二
十
五

日
は
天
満
天
神
の
御
祭
礼
に
て
萱
沼
氏
一
家
の
御
祭
に
て
御
座
候
事
、
と
あ
り
、
山

王
権
現
の
祭
礼
（
山
王
祭
）
に
左
右
の
座
を

組
ん

で

い

た
が
（
表
4
）
、
往
古
は
下
宮
と

同
一
の
萱
沼
与
一
之
助
を
除
い
た
渡
辺
だ
け

の

芝
座
衆
が
座
鋪
（
座
敷
）
に
座
っ
て
い
た

と
い
い
、
六
月
二
十
五
日
の
天
神
の
「
御
祭

礼
」
は
萱
沼
イ
ッ
ケ
シ
の
「
御
祭
」
で
あ
る

と
す
る
。
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
の
「
天

満
天
神
宮
社
地
明
細
書
上
帳
」
（
『
甲
斐
国
社

記
寺
記
』
）
に
は
、
＝
、
祭
礼
式
日
年
々
九

月
十
八
日
、
天
下
泰
平
・
五
穀
豊
穣
成
就
之

御
祈
願
仕
、
井
芝
座
ト
唱
氏
子
之
内
旧
家
之

者
古
例
二
従
ヒ
御
神
酒
左
之
者
二
而
頂
盃
仕

候
仕

来
二
御
座
候
」
と
あ
り
、
九
郎
右
衛

門
・
次
郎
兵
衛
・
大
炊
左
衛
門
・
三
之
丞
・

表4　天神芝座対照

与
一
之
助
・
新
左
衛
門
・
与
惣
左
衛
門
、
右
総
代
弥
左
衛
門
、
与
惣
左
衛
門
同
断
半

右
衛
門
が
名
を
連
ね
る
。
こ
れ
は
同
族
の
本
家
や
古
い
分
家
の
当
主
が
、
複
数
の

イ
ッ
ケ
（
一
家
）
が
同
姓
で
ま
つ
る
一
門
の
氏
神
、
ミ
ョ
ウ
ジ
カ
ケ
（
苗
字
懸
）
の

宮
前
に
座
し
て
イ
ッ
ケ
シ
（
一
家
衆
）
の
オ
マ
ツ
リ
（
お
祭
り
）
に
組
む
芝
座
で
あ

る
。　

十
八
日
に
参
向
す
る
山
王
さ
ん
（
山
王
権
現
）
は
、
富
士
山
の
山
宮
神
事
を
想
定

し
た
も
の
と
さ
れ
、
馬
場
（
願
ノ
馬
場
）
に
お
い
て
流
鏑
馬
を
奉
納
し
た
も
の
と
伝

え
ら
れ
る
（
『
流
鏑
馬
』
）
。
ま
た
、
『
甲
斐
国
志
』
（
巻
三
五
）
も
「
富
士
山
」
（
山
川

　
　
　
　
　
　
　
ク
リ
ケ
ガ

部
）
の
部
分
に
「
駆
馬
場
」
を
記
し
て
い
る
。
（
遊
興
か
ら
）
「
行
ク
事
十
余
町

ニ

シ
テ
道
暫
ク
急
ナ
リ
、
此
辺
ヲ
騙
馬
場
ト
云
、
古
ハ
浅
間
ノ
祭
礼
二
流
鏑
馬
ア
リ

シ
地
ナ
リ
ト
ソ
、
後
二
止
テ
今
ハ
勝
山
及
下
吉
田
浅
間
祭
礼
二
流
鏑
馬
ア
リ
、
此
騙

力
馬
場
ノ
神
事
ヲ
移
セ
ル
ナ
リ
ト
ソ
」
、
と
そ
の
由
来
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
記
述

に
従
え
ば
、
旧
来
は
浅
間
の
祭
礼
に
騙
馬
場
で
流
鏑
馬
（
「
富
士
山
御
神
事
」
）
が
行

屋
　
号

西
念
寺
寺
衆
番
帳
元
亀
元
年
（
一
五
七
二
）

天
神
芝
座

天神祭
礼
座
の
取
極
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
（
渡
辺
綱
夫
家
文
書
）

天満
天
神
宮
社
地
明
細
書
上
帳
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
（
『
甲
斐
国
社
記
寺
記
』
）

現
当
主

備
考

う
ま
の
じ
よ
う
お
お
う
え

萱
沼
右
馬
充
同
名
（
萱
沼
）
木
工
助

（
右
座
）
（
左
座
）

（
萱
沼
）
右
馬
之
丞
（
萱
沼
）
弥
左
衛
門

（萱
沼
）
弥
左
衛
門

萱
沼
巧
弥

同
（
萱
沼
）
与
三
左
衛
門

（左
座
）

（萱
沼
）
与
惣
左
衛
門

（萱
沼
）
与
惣
左
衛
門

へ
だ
も
ん

清
九
郎

（左
座
）

（萱
沼
）
新
右
衛
門

伝
承

藤
左
衛
門

七
郎
右
衛
門

与
五
左
衛
門

お
お
い
ざ
え
も
ん

大
炊
左
衛
門

（左
座
）

（萱
沼
）
大
炊
左
衛
門

（萱
沼
）
大
炊
左
衛
門

（左
座
）

（萱
沼
）
茂
兵
衛

（左
座
）

（渡
辺
）
宮
内
左
衛
門

よ
い
っ
ち
ゃ
ま

（右
座
）

（萱
沼
）
与
市
之
助

（萱
沼
）
与
一
之
助

萱
沼
常
広

（右
座
）

弥
五
左
衛
門

（右
座
）

新
左
衛
門

新
左
衛
門

（右
座
）

三
左
衛
門

三
之
丞

推
定

（渡
辺
）
九
郎
右
衛
門

（渡
辺
）
次
郎
兵
衛
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わ

れ
、
後
に
こ
の
神
事
が
中
止
と
な
っ
て
、
勝
山
（
1
1
里
宮
「
勝
山
御
神
事
」
）
と

下
吉
田
（
下
宮
）
の
二
つ
の
祭
礼
に
分
け
て
神
事
が
執
行
さ
れ
た
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
伝
承
か
ら
は
、
山
か
ら
里
に
下
ろ
し
た
流
鏑
馬
は
、
船
津
（
富
士

河
口

湖
町
）
の
長
馬
場
で
行
っ
た
と
さ
れ
る
。

③
「
勝
山
御
神
事
」
と
鳴
沢
の
御
湯
花

　
一
方
、
勝
山
に
分
か
れ
た
と
さ
れ
る
富
士
山
の
神
事
は
、
江
戸
時
代
の
村
を
超
え

る
中
世
の
郷
（
大
原
七
郷
）
を
母
胎
と
し
た
範
囲
で
執
行
さ
れ
て
い
た
。
現
在
、
富

士
河

口
湖
町
勝
山
の
里
宮
浅
間
神
社
（
二
合
目
の
小
室
浅
間
神
社
を
境
内
に
移
築
し

て
冨
士

御
室
浅
間
神
社
と
な
る
）
の
秋
祭
を
芝
座
祭
と
い
い
、
九
月
九
日
に
例
祭
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
い
ど
こ
ま
つ
り

執
行
し
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
の
祭
り
は
台
所
祭
と
い
っ
て
九
月
十
七
日
か
ら
十

九
日
ま
で
三
日
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
神
社
に
つ
い
て
『
甲
斐
国
志
』

は
、
「
小
室
浅
間
の
里
宮
な
り
。
古
は
船
津
・
小
立
・
勝
山
・
大
嵐
・
成
（
鳴
）
沢
・

長

浜
・
大
石
、
七
村
の
産
神
な
り
。
慶
長
八
年
九
月
鳥
居
土
佐
守
家
士
の
文
書
に
大

原
七
郷
百
姓
衆
と
あ
る
こ
れ
な
り
。
今
は
た
だ
勝
山
村
一
村
の
産
神
と
な
れ
り
。
例

祭
九
月
十
九
日
、
古
よ
り
流
鏑
馬
の
神
事
あ
り
。
古
は
毎
年
神
事
に
領
主
よ
り
籾
十

俵
並
び

に
馬
の
飼
料
等
賜
り
し
こ
と
文
書
に
詳
ら
か
な
り
」
と
記
述
す
る
。
山
宮
に

あ
た
る
富
士
山
二
合
目
の
小
室
浅
間
明
神
の
里
宮
と
し
、
大
原
七
郷
の
産
土
神
で
あ

る
こ
と
を
記
し
、
慶
長
八
年
の
段
階
の
里
宮
で
の
流
鏑
馬
神
事
（
「
勝
山
御
神
事
」
）

執
行
を
あ
わ
せ
て
記
述
し
て
い
る
。

　
勝

山
で
は
流
鏑
馬
を
文
書
に
「
鏑
馬
」
と
表
記
す
る
〔
明
治
八
年
「
勝
山
村
役
場

文

書
な
ど
」
〕
。
鏑
は
狩
矢
の
矢
の
先
に
つ
け
る
空
洞
の
あ
る
球
形
の
作
り
物
で
、
木
、

竹

な
ど
で
作
り
、
窓
を
あ
け
た
目
か
ら
音
響
を
発
し
て
獲
物
を
威
嚇
す
る
た
め
に
使

用
す
る
。
こ
の
鏑
矢
を
用
い
て
神
事
を
す
る
こ
と
か
ら
き
た
呼
称
で
あ
ろ
う
。

　
里

宮
浅
間
神
社
の
流
鏑
馬
神
事
は
明
治
三
十
年
こ
ろ
に
中
断
し
、
昭
和
五
十
五
年

に
小
笠
原
流
の
流
鏑
馬
を
導
入
し
た
「
武
田
流
流
鏑
馬
」
と
し
て
形
を
変
え
て
再
び

実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
取
り
を
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
中
の
み
ど
り
の
日

に
設
定
し
、
馬
場
も
シ
ッ
コ
ゴ
公
園
に
移
し
て
い
る
が
、
今
も
な
お
、
里
宮
の
門
前

に
古
い
馬
場
の
跡
を
残
し
て
い
る
。
モ
ノ
資
料
と
し
て
、
祭
礼
神
輿
を
は
じ
め
、
流

鏑
馬
の
乗
鞍
、
鐙
、
が
あ
り
、
所
蔵
者
の
名
前
を
記
す
こ
と
か
ら
、
乗
り
手
の
家
筋

が

明
ら
か
に
な
り
、
松
浦
忠
造
（
船
津
）
、
流
石
清
司
（
勝
山
小
海
）
な
ど
の
家
々

写真18 里宮の馬場
馬場の周囲には桜が植栽され、東端（正面）に流鏑馬の由来を記した石碑が立つ。
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が
か

つ
て

の

乗
り
手
を
勤
め
た
家
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
馬
の
飼
料
を
提
供
す
る

の

は
鳴
沢
の
善
四
郎
（
渡
辺
勝
利
）
家
で
あ
り
、
そ
の
由
緒
に
よ
っ
て
同
家
に
は
、

復
活
後
の
今
で
も
流
鏑
馬
の
招
待
状
が
届
く
と
い
う
。
そ
の
ほ
か
、
祭
礼
に
用
い
る

面

を
二
面
（
赤
天
狗
の
面
、
黒
天
狗
面
）
残
し
て
い
る
。
神
主
家
で
奉
納
す
る
神
楽

に

用
い
ら
れ
た
面
で
あ
ろ
う
。

　
『
勝
山
村
誌
』
に
よ
る
と
、
同
書
に
掲
げ
ら
れ
る
に
神
主
家
の
当
主
が
記
し
た
「
小

佐
野
勝
江
記
録
」
〔
『
つ
き
山
様
と
台
所
祭
流
鏑
馬
』
、
昭
和
三
十
六
年
〕
は
、
九
月
十

七

日
台
所
祭
、
九
月
十
八
日
注
連
結
の
行
事
、
九
月
十
九
日
流
鏑
馬
の
行
事
、
と
三

日
に
わ
っ
た
っ
て
祭
り
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
記
述
す
る
。
遡
っ
て
、
明
治
二
十
八
年

の
「
神
社
由
緒
取
調
書
」
〔
冨
士
御
室
浅
間
神
社
文
書
〕
に
よ
る
と
、
神
主
宅
の
台
所
（
土

間
）
で
行
う
の
が
台
所
祭
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
「
勝
江
記
録
」
は
、
天
地
四
方
に

六
号
の
莚
を
敷
き
神
主
が
正
座
す
る
。
城
主
が
そ
の
右
に
列
し
、
そ
の
左
右
に
別
れ

て

大

原
七
郷
の
氏
子
た
ち
が
、
そ
の
家
格
に
よ
っ
て
座
位
を
占
め
る
。
中
央
に
相
対

し
て
力
士
の
座
四
席
が
設
け
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
記
録
中
に
は
、
ロ
の
字
に
座
り
、

正

面
中
央
に
「
神
主
」
と
内
側
に
二
人
ず
つ
二
列
の
力
士
の
座
を
記
す
図
と
、
「
富

士

山
根
本
奥
之
原
浅
間
大
神
宮
　
流
鏑
馬
神
事
祭
礼
七
五
三
郷
百
姓
中
　
苗
字
弓
矢

道
具
口
口
産
子
連
名
帳
」
の
写
が
記
さ
れ
る
〔
小
佐
野
静
子
家
文
書
〕
（
表
5
）
。
成

表5　大原・吉田の座対照

大
原
七
郷

吉
田

成
沢
村

大
嵐
村

古
立
村

舟
津
村

吉
田
村

明
見
村

新
倉
村

渡
辺
善
四
郎
庄
屋
富
之
丞
下
組
渡
辺
節
次
郎

三浦
助
之
丞
渡
辺
縫
之
丞
庄
屋
七
右
衛
門

渡
辺沢石

六
兵

辺辺辺良
右
衛
門
庄
屋
外
川
弥
兵
衛
古
屋
清
次
郎

渡
辺
桃

辺
清

浦
伊
兵
衛
梶
原
源
右
衛
門
庄
屋
和
兵
衛

庄

庄

渡
辺
庄
市
郎
〃
重
之
丞
奥
脇
左
太
郎

（「
小
佐
野
勝
江
記
録
」
を
も
と
に
作
成
）

　
　
　
　
　
　
　
（
小
）

沢
村
、
大
嵐
村
、
古
立
村
、
舟
津
村
、
吉
田
村
、
明
見
村
、
新
倉
村
、
の
祭
礼
関
係

者
を
連
名
で
記
述
し
、
「
吉
田
村
」
（
下
吉
田
村
）
の
中
に
は
、
「
渡
辺
右
近
」
（
右
近

之
助
、
右
膳
さ
ま
）
、
「
萱
沼
与
一
之
助
」
（
与
一
ち
ゃ
ま
）
の
名
前
が
確
認
で
き
、

こ
れ
ら
の
人
々
の
「
着
席
座
図
表
」
を
其
ノ
一
か
ら
其
ノ
三
ま
で
に
わ
け
て
三
点
載

せ
て

い

る
。
「
村
誌
」
の
記
述
に
戻
り
、
当
日
の
祭
り
に
列
す
る
も
の
は
五
十
人
以

下

と
見
倣
し
、
座
順
が
通
常
の
逆
で
、
家
格
の
高
い
も
の
が
下
座
に
、
そ
の
低
い
も

の

が
上
座

に
つ
い
た
と
い
い
、
着
席
す
る
ま
で
大
混
乱
を
ま
ね
い
た
。
そ
の
座
割
は

小
立
八
丁
屋
の
彦
次
衛
門
で
、
「
座
割
彦
次
」
と
い
わ
れ
た
。
台
所
祭
の
伝
承
に
、
「
婿

嫁
の
や
り
と
り
（
縁
組
）
は
、
越
後
守
家
台
所
祭
で
知
れ
」
と
か
、
座
席
が
わ
か
ら

ず
に
右
往
左
往
す
る
様
子
、
も
し
く
は
上
下
入
り
混
じ
っ
て
の
無
礼
講
を
「
台
所
祭

の

よ
う
だ
」
と
い
い
、
無
礼
で
賑
や
か
な
娘
を
、
「
台
所
祭
の
よ
う
な
娘
だ
」
と
い
っ

た
（
同
書
）
。
こ
の
よ
う
に
、
台
所
祭
に
神
主
家
の
土
間
に
錘
を
敷
き
、
大
勢
の
氏

子
た

ち
が
座
を
組
ん
で
、
神
酒
（
粟
酒
）
を
頂
戴
し
御
供
を
食
す
る
祭
り
を
行
っ
て

い
た
。

　
小
室
神
主
の
小
佐
野
越
後
家
の
「
つ
き
山
さ
ま
」
（
「
勅
使
塚
」
）
に
つ
い
て
『
甲

斐
国
志
』
は
、
神
主
小
佐
野
越
後
の
家
の
西
に
旧
宅
の
跡
が
あ
る
。
（
中
略
）
毎
年

一
度
こ
の
地
へ
奉
幣
す
る
こ
と
神
主
の
家
例
で
あ
る
、
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　

に
つ
い
て
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
「
祭
礼
の
儀
に
つ
き
お

　
　
　
　
　
　
　

願

い
」
〔
『
村
誌
』
掲
載
、
勝
山
村
文
書
〕
が
残
さ
れ
て
い
る
。
勝
山

　
　
　
　
　
　
　

村
社
浅
間
神
社
（
里
宮
浅
間
神
社
）
は
、
旧
暦
の
九
月
一
日
が
例

　
　
　
　
　
　
　

祭
日
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
は
旧
神
主
小
佐
野
勝
平
の
屋
敷
内
へ

　
　
　
　
　
　
　

神
輿
を
御
幸
さ
せ
て
神
楽
を
執
行
し
て
き
た
が
、
小
佐
野
が
神
主

　
　
　
　
　
　
　

の
廃
職
を
願
い
出
て
神
輿
の
行
幸
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
、
本

　
　
　
　
　
　
　

年
よ
り
は
村
内
の
勅
使
塚
へ
神
輿
を
行
幸
し
神
楽
を
執
行
し
て
旧

　
　
　
　
　
　
　

式
の
通
り
に
祭
典
を
行
う
こ
と
を
お
願
い
し
た
い
。
浅
間
神
社
よ

　
　
　
　
　
　
　

り
勅
使
塚
ま
で
お
よ
そ
八
町
を
測
る
、
と
県
令
藤
村
紫
朗
に
願
書

　
　
　
　
　
　
　

を
提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
奉
幣
場
所
を
神
輿
の
渡
御
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地

に
再
編
し
、
神
主
家
で
の
台
所
祭
は
終
焉
し
た
こ
と
に
な
る
。
江
戸
時
代
の
後
期
、

小
室

神
主
は
小
室
（
二
合
目
）
へ
の
奉
幣
を
、
か
わ
り
に
旧
屋
敷
の
勅
使
塚
で
行
っ

て

い

た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
山
宮
の
祭
祀
を
台
所
祭
に
再
編
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

神
主
家
屋
内
の
土
間
で
山
宮
神
事
を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
下

吉
田
側
の
伝
承
で
は
、
こ
っ
ち
（
下
吉
田
）
の
衆
が
行
か
な
け
れ
ば
、
流
鏑
馬

が
で

き
な
か
っ
た
と
い
い
、
向
う
（
勝
山
）
の
座
に
座
っ
た
と
す
る
伝
承
が
あ
る
。

ま
た
、
下
宮
の
流
鏑
馬
で
ア
サ
ウ
マ
（
朝
馬
）
の
籔
を
引
い
た
も
の
が
馬
を
引
い
て

勝

山
の
神
主
を
迎
え
に
ゆ
き
、
帰
り
に
は
ヨ
オ
マ
（
夕
馬
）
の
も
の
が
神
主
を
送
り

届
け
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
の
流
鏑
馬
の
中
断
以
降
、
下
宮
の
馬
場
を
借
り

て
里

宮
の
神
事
を
行
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
祝
詞
の
奏
上
が
す

む
と
、
す
ぐ
に
勝
山
の
神
主
が
帰
る
の
で
、
里
芋
の
葉
に
包
ん
だ
弁
当
を
持
た
せ
た

も
の
だ
と
も
い
う
。

　
鳴
沢
村
鳴
沢
の
「
湯
立
の
釜
」
は
、
四
口
伝
来
し
、
『
鳴
沢
村
誌
』
に
掲
げ
ら
れ
、

そ
の
編
纂
時
に
は
、
鳴
沢
の
氏
神
さ
ん
で
あ
る
春
日
神
社
の
縁
の
下
に
二
つ
の
釜
が

　　　　　　二灘娠H
lI、ぐ

磯
拶

写真19　下宮の朝馬一番
　　　　平成元年には朝馬（一・番、二番）、夕馬（一番、

　　　　二番）の四頭の役馬が出役した。

保
管
さ
れ
て
い
た
と
い
戎
。
①
「
元
文
二
年
午
九
月
十
九
日
鳴
沢
村
山
守
神
主
六
兵

衛
せ
わ
や
き
与
三
兵
衛
」
の
文
字
を
釜
の
側
部
に
記
し
、
反
対
側
に
鳥
居
形
を
鋳
出

す
も
の
、
②
「
天
明
五
年
九
月
吉
日
奉
納
春
日
大
明
神
郡
内
成
沢
村
仲
」
を
口
縁
に

記
す
も
の
、
③
「
安
政
二
年
九
月
吉
日
奉
納
第
六
天
神
願
主
当
村
氏
子
中
」
を
同
様

に

口

縁

に
記
す
も
の
、
④
銘
文
の
な
い
も
の
、
の
四
口
の
形
態
を
同
じ
く
す
る
も
の

で
、
①
は
「
勝
山
御
神
事
」
（
流
鏑
馬
）
と
同
一
日
の
春
日
神
社
の
祭
り
に
、
山
守

灘
、
鞭

笥
4
曝

写真20鳴沢の湯立の釜
　　　　「天文三年午十九日鳴沢村山守神主六兵衛せわやき与三兵衛」、
　　　　銘入りの湯立の釜（上段左）、同右は鳥居の陽鋳銘
　　　　天明五年の陽鋳銘（下段左）、安政二年の陽鋳銘（下段右）
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神
主
六
兵
衛
と
、
せ
わ
や
き
与
三
兵
衛
が
奉
納
し
た
も
の
で
、
村
内
に
は
「
六
兵
衛
」

に
繋
が
る
家
の
伝
承
は
な
い
が
、
「
与
三
兵
衛
」
は
ヨ
ソ
ー
ベ
ー
の
屋
号
を
も
つ
家
（
梶

原

家
）
と
し
て
残
さ
れ
、
世
話
役
は
ミ
ヤ
ゼ
ワ
（
宮
世
話
1
1
氏
子
総
代
）
と
し
て
現

在

も
存
続
す
る
村
の
役
職
で
あ
る
。
②
は
同
様
に
春
日
神
社
の
祭
り
に
、
③
は
魔
王

天
神
社
の
祭
り
に
、
御
湯
花
を
あ
げ
る
釜
と
し
て
奉
納
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
第
二
次
大
戦
以
前
は
、
山
か
ら
松
の
巨
木
を
伐
り
だ
し
、
道
祖
神
場
に
竈
を
造
り
、

そ
こ
に
釜
を
据
え
て
御
湯
を
沸
か
し
た
。
ホ
ウ
エ
ン
さ
ん
（
法
印
さ
ん
、
こ
こ
で
は

神
主
の
こ
と
）
が
湯
笹
に
御
湯
花
を
つ
け
て
群
衆
に
振
り
か
け
て
厄
祓
い
を
し
た
。

現
在
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　
下
吉
田
の
葭
池
に
は
、
鳴
沢
か
ら
筒
粥
に
使
う
葭
を
貰
い
に
き
た
、
と
い
う
伝
承

が
あ
り
、
こ
れ
か
ら
す
る
と
、
鳴
沢
で
も
筒
粥
神
事
を
行
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
神
事
に
釜
を
使
う
と
な
れ
ば
、
釜
の
形
態
の
共
通
性
や
釜
の
側
部
に
鋳
出
さ
れ

た
鳥
居
型
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
①
の
元
文
三
年
九
月
十
九
日
の
銘
の
あ
る
釜
で
あ
っ

て
、
村
の
信
仰
形
態
の
変
化
に
よ
っ
て
、
小
正
月
に
御
粥
を
煮
て
行
う
筒
粥
神
事
か

ら
、
道
祖
神
の
厄
祓
い
の
た
め
の
御
湯
花
へ
と
使
用
方
法
が
変
わ
っ
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
本
来
は
、
九
月
十
九
日
「
勝
山
御
神
事
」
と
同
じ
こ
の
日
、
春
日
さ
ま
の

祭
り
に
御
湯
花
を
あ
げ
る
た
め
に
奉
納
し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
銘
文
か
ら
わ
か
る
。

小
正

月
に
御
粥
を
あ
げ
る
筒
粥
か
ら
道
祖
神
の
御
湯
花
へ
と
変
化
し
た
も
の
と
、
秋

九

月
十
九
日
の
御
湯
花
、
春
秋
二
回
の
神
事
に
こ
の
釜
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
推
測

で
き
る
。

④
太
々
神
楽
の
受
容

　
富
士
山
北
麓
地
域
に
は
、
太
々
神
楽
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
富
士
吉
田
市
に
は
、

現
在

も
上
吉
田
、
新
倉
、
小
明
見
、
大
明
見
の
浅
間
神
社
や
松
山
の
松
尾
神
社
、
新

屋
の

正
一
位
漣
神
社
な
ど
、
各
地
の
氏
神
社
に
伝
承
さ
れ
、
唯
一
下
吉
田
が
こ
の
神

楽
を
も
っ
て
い
な
い
。
富
士
河
口
湖
町
に
は
、
河
口
に
太
々
神
楽
（
山
梨
県
指
定
「
河

写真21 大明見の太々神楽
大明見浅間神社の拝殿でオカメさんを舞う。

口
の
稚
児
舞
」
）
が
残
っ
て
い
る
。
河
口
で
は
「
御
太
々
」
と
呼
び
、
オ
イ
チ
ー
さ

ん

と
呼
ば
れ
る
初
潮
前
の
少
女
に
よ
っ
て
舞
わ
れ
て
い
る
。
鳴
沢
村
に
は
、
市
川
三

郷

町
か
ら
明
治
初
頭
に
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
る
甲
府
盆
地
南
東
部
の
も
の
と
同
系
の
神

楽
が
あ
る
。
当
地
に
残
る
太
々
神
楽
は
、
吉
田
（
上
吉
田
）
や
河
口
の
御
師
が
伝
承

し
て
き
た
芸
能
と
い
え
る
。

　
も
と
も
と
太
々
神
楽
は
、
伊
勢
や
熱
田
の
大
神
宮
の
御
師
や
社
家
の
家
の
神
殿
で
、

全
国
各
地
か
ら
訪
れ
る
太
々
講
な
ど
に
よ
っ
て
奉
納
さ
れ
る
神
楽
で
あ
る
が
、
初
穂

料
の
多
少
に
応
じ
て
小
神
楽
・
大
神
楽
・
太
々
神
楽
の
区
別
が
あ
り
、
太
々
神
楽
は

も
っ
と
も
大
規
模
に
行
わ
れ
た
。
江
戸
時
代
後
期
に
は
、
御
師
や
社
家
の
家
で
行
わ

れ
太
々

神
楽
の
様
子
を
描
い
た
絵
図
な
ど
を
、
各
地
へ
配
布
す
る
な
ど
の
宣
伝
行
為

に
よ
っ
て
、
各
地
に
太
々
神
楽
講
が
組
織
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
富
士
の
太
々
神
楽
は
、
富
士
太
々
御
神
楽
、
富
士
太
々
神
楽
と
記
さ
れ
る
が
、
上

吉
田
で
は
、
伊
勢
神
楽
、
熱
田
神
楽
と
富
士
の
神
楽
を
あ
わ
せ
て
三
神
楽
と
称
す
る

と
い
う
。
富
士
登
拝
の
信
仰
に
支
え
ら
れ
て
発
展
し
て
き
た
こ
の
神
楽
は
、
「
武
運
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写真22 河ロの御太々
河口浅間神社の拝殿で幣の舞を奉納する。

写真23 太々神楽の奉納額
奉納額には「太々御神楽」あるいは「富1汰々御神楽」など記される。

長
久
」
「
天
下
泰
平
」
「
五
穀
豊
穣
」
「
家
内
安
全
」
「
講
中
安
全
」
等
の
た
め
に
舞
わ

れ

こ
れ
ら
の
祈
願
に
際
し
、
御
神
慮
を
涼
し
め
奉
る
こ
と
神
楽
よ
り
宜
し
き
は
な
し
、

と
し
て
、
富
士
御
師
が
祈
願
者
に
代
わ
っ
て
神
前
に
奉
納
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ

る
。
多
く
の
講
中
は
神
楽
を
奉
納
す
る
と
、
「
太
々
御
神
楽
奉
納
紀
念
」
の
献
額
や

石
碑
を
北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
の
境
内
や
御
師
の
屋
敷
内
に
寄
進
す
る
。
江
戸
時

代
の

早
い
時
期
に
現
在
み
る
よ
う
な
形
に
組
織
的
に
確
立
し
た
と
い
わ
れ
る
。
純
朴

で

し
な
や
か
さ
や
あ
で
や
か
さ
は
な
く
、
邪
気
を
祓
い
、
五
穀
豊
穣
を
感
謝
す
る
舞

で

あ
り
、
大
地
を
踏
み
し
め
る
た
め
に
動
き
廻
っ
て
舞
う
の
も
特
徴
の
一
つ
で
、
こ

れ

を
ヘ
ン
バ
イ
と
称
し
て
い
る
。
す
べ
て
一
人
の
舞
で
あ
り
、
一
二
の
舞
か
ら
な
っ

て

い

る
。
素
面
の
舞
四
舞
、
面
形
の
舞
八
舞
で
構
成
さ
れ
る
。
難
子
は
鈴
の
舞
の
曲

と
採
り
物
舞
の
曲
に
大
別
さ
れ
、
鈴
の
舞
は
静
か
な
舞
で
あ
り
、
採
り
物
舞
は
途
中

か

ら
急
変
し
、
き
わ
め
て
動
き
が
速
く
な
る
勇
壮
な
舞
で
あ
る
。
下
方
は
大
太
鼓
、

締
太
鼓
、
横
笛
か
ら
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
太
々
神
楽
に
つ
い
て
資
料
上
で
確
認
す
る
と
、
十
七
世
紀
後
半
か
ら
変
化
の
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写真24北口本宮富士浅間神社の太々神楽
　　　　赤天狗（猿田彦命）の舞であり、前半はゆっくりとしたヘンバイを踏む舞で、後半はチラシと呼ばれ

　　　　る早いテンポの舞となる。

兆

し
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
寺
社
活
動
の
領
分
を
明
ら
か
に
す
る
諸
宗
寺
社

法
度
の
触
出
し
〔
市
史
4
七
五
一
〕
以
降
、
吉
田
・
白
川
両
家
に
よ
る
神
社
・
神
主

へ
の

格
式
許
可
が
重
み
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
こ
の
流
れ
が
地
域
の
諸
社
に
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
っ
た
。
吉
田
御
師
の
中
務
と
新
助
が
「
御
神
官
」
を
す
す
め
て
上
京
し

た
こ
と
に
端
を
発
し
た
〔
市
史
4
八
七
四
〕
。
宝
永
八
年
（
一
七
＝
）
寅
ノ
九
月
に

橘
屋
中
務
と
鶴
屋
新
助
が
上
京
し
、
吉
田
家
よ
り
「
浅
間
大
菩
薩
を
正
一
位
大
神
与

神
位
神
号
を
改
候
」
て
、
同
十
月
に
下
向
し
て
新
幣
を
宮
中
へ
納
め
、
「
古
来
無
御

座
新
神
楽
を
取
立
」
て
た
出
入
で
あ
る
〔
同
八
四
五
〕
。
吉
田
家
か
ら
許
状
を
得
る
「
神

位
神
幣
出
入
」
を
通
じ
て
神
道
に
組
織
化
さ
れ
、
神
仏
習
合
的
な
両
部
神
道
は
影
を

ひ

そ
め
て
い
き
、
祭
礼
等
に
執
行
さ
れ
る
神
楽
も
新
た
な
太
々
神
楽
に
変
わ
っ
て
ゆ

く
こ
と
に
な
る
。
神
楽
の
変
化
が
文
書
に
登
場
す
る
の
は
、
宝
永
八
年
の
文
書
〔
市

史
4
八
七
四
〕
の
「
御
神
楽
」
「
御
宮
所
御
神
楽
」
と
、
そ
れ
に
続
く
正
徳
五
年
二

七
一
五
）
文
書
〔
同
八
七
五
〕
の
「
古
来
無
御
座
新
神
楽
」
の
記
述
で
あ
る
。
太
々

神
楽
が
こ
の
時
期
に
当
地
に
伝
播
し
た
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
れ
に
対
応
し
て
北
口
本

宮
冨
士
浅
間
神
社
の
神
楽
殿
は
、
元
文
三
年
（
一
七
三
七
）
に
新
規
に
建
造
さ
れ
て

い

る
。
こ
れ
ら
の
文
書
を
所
蔵
す
る
吉
田
御
師
の
上
文
司
や
番
匠
屋
な
ど
の
御
師
が

舞
っ
て
き
て
、
明
治
に
な
っ
て
御
師
に
出
入
す
る
強
力
や
職
人
、
富
士
山
山
室
の
小

屋
主

な
ど
に
引
継
が
れ
た
。
さ
ら
に
近
隣
の
松
山
や
新
屋
の
住
人
を
担
い
手
に
加
え

て

現
在
に
至
っ
て
お
り
、
御
師
の
手
を
離
れ
て
い
る
。
八
合
目
の
小
屋
主
が
昭
和
十

年
（
一
九
三
五
）
に
記
し
た
「
み
か
ぐ
ら
の
手
ぶ
り
」
（
御
神
楽
の
手
風
）
が
残
る
。

手
風
と
は
、
「
御
神
楽
」
の
舞
い
方
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
上
吉
田
に
隣
接
す
る

松
山
は
お
も
に
富
士
山
の
強
力
を
勤
め
て
き
た
地
域
で
、
こ
こ
の
松
山
神
楽
講
は
こ

の
延
長
上

に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
新
倉
の
太
々
神
楽
に
は
、
富
士
山
の
噴
火
の
時
に
勅
使
が
き
て
教
え
た
火
伏
せ
の

舞
だ
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。
噴
火
が
鎮
ま
る
よ
う
に
、
「
三
国
第
一
山
」
の
扁
額
を

掲
げ
そ
こ
か
ら
富
士
山
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
鳥
居
の
前
で
、
富
士
山
に
向
か
っ
て

舞
っ
た
舞
だ
と
い
う
。
「
破
魔
宝
面
」
な
い
し
は
「
勅
使
面
」
と
伝
承
さ
れ
、
ビ
ル

マ
杉
で
作
っ
た
と
さ
れ
る
鬼
神
系
の
面
が
あ
る
。
こ
の
面
で
オ
テ
ン
グ
サ
マ
（
黒
天

狗
の
舞
）
を
舞
っ
た
と
し
、
こ
の
面
は
、
古
く
は
真
宗
寺
院
の
天
井
裏
に
保
管
し
て

い

た
と
い
う
。
こ
の
面
の
鼻
は
鼻
高
に
別
材
で
補
修
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
御
湯
神

84



堀内眞［富士山の神事と芸能］

濠灘

写真25 新倉浅間神社の「破魔宝面」
鼻の部分は別材で補修されている。

楽
を
太
々
神
楽
に
再
編
す
る
に
際
し
て
、
鼻
高
面
に
変
更
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

も
う
一
面
「
カ
ラ
ス
ロ
の
面
」
と
い
う
面
が
あ
り
、
「
赤
天
狗
」
（
の
舞
）
に
用
い
た

と
い
う
。
旧
来
、
こ
の
神
楽
舞
は
、
上
の
舞
一
二
舞
、
中
の
舞
一
二
舞
、
下
の
舞
一

二
舞
、
都
合
三
六
舞
か
ら
な
っ
て
い
た
が
、
明
治
維
新
後
に
現
在
の
一
二
舞
の
形
態

に
整
理
し
た
と
い
う
。
地
内
の
富
士
浅
間
神
社
の
祭
礼
に
奉
納
す
る
ほ
か
、
下
吉
田

の
下
宮
の
流
鏑
馬
に
も
奉
納
し
て
い
る
。

　
小

明
見
や
大
明
見
で
は
、
獅
子
神
楽
を
オ
カ
グ
ラ
と
呼
ぶ
の
に
対
し
て
、
こ
の

太
々

神
楽
を
オ
ヘ
ン
バ
イ
、
オ
ヘ
ン
ベ
ー
、
神
楽
舞
を
「
オ
ヘ
ン
バ
イ
を
踏
む
」
と

称
し
て
お
り
、
ヘ
ン
バ
イ
の
所
作
を
伴
う
伝
来
の
後
発
性
を
推
測
さ
せ
る
神
楽
で
あ

る
。
小
明
見
で
は
氏
子
の
構
成
す
る
神
楽
講
が
中
心
に
な
っ
て
、
大
明
見
で
は
神
社

の

関
係
者
が
そ
れ
ぞ
れ
舞
っ
て
き
た
。
な
お
、
こ
の
小
明
見
の
太
々
神
楽
は
明
治
二

十
五
年
に
新
橋
（
御
殿
場
市
）
の
浅
間
神
社
の
氏
子
に
伝
え
ら
れ
、
今
日
も
少
女
の

舞
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
債
湧
書

辞
去
々
御
神
楽
い
天
・
蓼

％
・
行
泉
ー
叫
婚
惰
考
田
蘇

正
二
修
ト
却
朝
珍
，
ー
影
，
．

浅
司
神
僻
・
4
弧
飼
修
翠
函

相
骸
身
修
胤
義
沢
紳
惰
酵

場
－
褒
ー
傷
4
承
奏
、
別
，
劣
面

御
佑
頼
，
顕
，
紳
奇
之
也
－
祷
ワ
灸

象
・
ポ
紬
神
箋
舞
禦
づ

皆
軽
麹
享
．
麟
騰
漏
⊇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
富
計
鴉
　
　
ζ
濠

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
べ
　
肖
x
曽
　
ド
三
肖
㌣
㌧
㈲
⑨
凝
…
妻
㍍
灘
勢
需
嚢
c
s

⑤
「
湯
立
神
楽
」
の
成
立

写真26新橋浅間神社の伝習書（r太々神楽と獅子神楽』より）
　　　　明治25年に小明見浅間神社から太々神楽を「伝習」した
　　　　ことを記している。

　

こ
の
地
域
に
分
布
す
る
特
徴
的
な
獅
子
神
楽
に
湯
立
神
楽
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

神
主
（
「
鍵
取
」
）
や
山
伏
な
ど
が
行
っ
て
い
た
湯
立
（
御
湯
花
）
に
伊
勢
の
獅
子
神

楽
を
挿
入
し
て
、
獅
子
頭
を
被
っ
た
も
の
が
行
う
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
少

な
く
と
も
下
吉
田
で
は
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
に
は
浅
間
（
下
宮
）
、
明
神
（
渡

辺
明
神
社
）
、
天
神
（
天
神
社
）
の
三
社
で
湯
立
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
村
方
文
書

に
記
さ
れ
る
（
渡
辺
城
三
郎
家
文
書
「
村
方
夫
銭
帳
」
）
。
こ
の
湯
立
神
楽
が
創
出
さ

れ

た
場
所
は
、
下
吉
田
中
組
の
天
神
社
で
あ
ろ
う
。
天
神
社
を
祀
る
萱
沼
の
イ
ッ
ケ

シ
（
一
家
衆
）
が
、
「
鍵
取
」
や
法
印
　
（
山
伏
）
と
し
て
、
御
湯
花
に
係
わ
る
芸
能

を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
（
表
6
）
天
神
社
の
「
鍵
取
」
を
め
ぐ
っ
て
、
萱
沼
イ
ッ
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写真27新橋の太々神楽
　　　　山開きに新橋浅間神社の拝殿で奉納される巫子の舞。小明見の浅間神社では、この舞を「五
　　　　人ばやし」と呼んでいる。

ケ
シ
の
二
つ
の
本
家
、
新
右
衛
門
（
へ
だ
も
ん
）
と
右
馬
之
丞
（
う
ま
の
じ
ょ
う
）

が
争
っ
た
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
の
文
書
（
茅
沼
家
文
書
）
が
残
さ
れ
る
。
萱
沼

氏
そ

の

も
の
が
御
湯
花
（
湯
立
）
の
呪
法
に
係
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
具
体
的
な

資
料
は
現
状
で
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
中
組
の
カ
ミ
（
上
仲
）
に
居
住
す
る

大
上
や

そ
の
分
家
で
あ
る
徳
右
衛
門
や
幸
右
衛
門
は
、
「
大
工
村
」
を
構
成
す
る
堂

宮
大
工
の
棟
梁
家
の
系
譜
で
あ
り
、
建
築
等
の
儀
礼
に
係
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か

で

あ
る
（
大
上
萱
沼
家
文
書
、
徳
右
衛
門
萱
沼
家
文
書
な
ど
）
。
湯
立
神
楽
の
秘
伝

の
巻
物
「
御
神
楽
辻
引
之
事
」
は
、
徳
右
衛
門
家
に
伝
来
し
て
い
る
。
一
方
、
中
組

に
伊
勢
御
師
の
幸
福
大
夫
や
そ
の
手
代
が
や
っ
て
き
た
こ
と
を
記
す
文
書
が
あ
る

〔
へ
だ

も
ん
萱
沼
家
文
書
、
『
市
史
』
民
俗
編
2
〕
。
子
（
年
未
詳
）
ノ
ニ
月
五
日
に
金

一
歩
と
百
五
十
文
を
幸
福
大
夫
が
勧
化
に
受
け
取
っ
た
も
の
、
宝
永
噴
火
の
翌
年
、

同
五
年
（
一
七
〇
八
）
に
幸
福
大
夫
内
（
手
代
）
の
伊
藤
八
郎
右
衛
門
が
や
っ
て
き

て
、
渡
辺
伊
兵
衛
と
萱
沼
安
左
衛
門
か
ら
「
御
合
力
金
」
を
受
け
取
っ
た
も
の
、
丑

年
（
年
未
詳
）
の
伊
勢
太
々
神
楽
講
の
受
取
が
存
在
す
る
。
萱
沼
氏
は
、
萱
沼
安
左

衛
門
・
同
人
内
（
へ
だ
も
ん
）
、
仁
科
五
郎
左
衛
門
（
仁
科
1
1
萱
沼
右
馬
之
丞
）
、
萱

沼
新
右
衛
門
（
萱
沼
）
、
同
名
伝
左
衛
門
（
茅
沼
）
、
萱
沼
徳
右
衛
門
（
徳
右
衛
門
）

が
名
前
を
連
ね
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
に
伊
勢
の
獅
子
神
楽
が
こ
の
地
に
も
た
ら
さ
れ

た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
の
神
楽
が
、
天
神
社
を
祭
祀
す
る
萱
沼
イ
ッ
ケ
シ
の
儀
兵
衛
に
よ
っ
て
、
よ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
地

域
へ
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
儀
兵
衛
は
下
吉
田
新
田
（
富
士
見
町
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

居
住

し
、
現
在
も
そ
の
系
譜
の
家
が
そ
こ
に
存
在
す
る
。
表
6
で
み
る
よ
う
に
、
儀

兵
衛
家
は
大
炊
左
衛
門
イ
ッ
ケ
に
属
し
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
の
新
田
開
発
時

に
そ
こ
に
分
家
し
た
「
伊
左
衛
門
」
家
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
し
た
が
え
ば
、
明

和
九
年
に
死
亡
し
た
先
代
の
儀
兵
衛
と
寛
政
十
二
年
に
死
亡
し
た
儀
兵
衛
が
二
代
続

け
て
同
名
を
名
乗
っ
て
お
り
、
二
代
目
の
儀
丘
ハ
衛
が
安
永
期
に
湯
立
神
楽
を
伝
え
た

人
物
に
対
応
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
述
す
る
「
御
神
楽
辻
引
之
事
」
を
伝
存
す

る
の
は
萱
沼
徳
右
衛
門
家
で
あ
り
、
同
家
の
先
祖
に
は
「
儀
右
衛
門
」
が
お
り
、
上

組
の

居
住
者
で
あ
る
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。
儀
兵
衛
は
舞
の
名
手
と
し
て
伝
承

さ
れ
て
お
り
、
儀
兵
衛
に
よ
っ
て
こ
の
神
楽
が
富
士
山
東
麓
に
分
布
を
広
げ
て
ゆ
く

こ
と
に
な
る
。

　

現
在
、
中
組
の
天
王
さ
ん
の
御
祭
（
天
王
祭
）
に
奉
納
さ
れ
る
獅
子
神
楽
（
「
中

組
神
楽
」
）
は
、
本
来
は
湯
立
を
伴
う
神
楽
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
の
下
吉
田
村
は
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萱沼イッケシー覧表6

番
号

屋
　
号

本
・
分
家
関
係

名
　
前

下宮芝
座

保
存
会

天神
芝
座

神
楽
保
存
会

よ
い
っ

与
市
之
助
（
本
家
）

○

○

ち
ゃ
ま

養
命
舎

分
家
（
養
命
舎
）

小
右
衛
門

養
命
舎
分
家

（新
田
）
小
右
衛
門

養
命
舎
分
家
（
厚
原
）

善
左
衛
門

分
家
（
新
田
）

与
左
衛
門

杏
花
堂

分
家
（
杏
花
堂
）

治
右
衛
門

分
家
（
新
田
）

与
右
衛
門

分
家

幾
蔵

分
家

市
五
郎

分
家

庄
兵
衛

分
家

佐
次
兵
衛

分
家

菊
次
郎

分
家

甚
五
左
衛
門

へ
だ
も
ん

へ
だ
も
ん
（
本
家
）

新
右
衛
門

○

へ
だ館

分

七

左
衛
門

分
家

新
右
衛
門

分
家

傳
左
衛
門

新
地

（新
地
）

新
地
分
家

渉

新
地
分
家

寅
吉

牛
薬
屋

新
地
分
家
（
牛
努
屋
）

新
地

分
家

（新
屋
）
傅
左
衛
門

煙
草
屋

新
右
衛

屋
）

傳
右
衛
門

傳

嘉
忠
治

丸
寅
分
家

幸
右
衛
門

丸
寅
分
家

嘉
右
衛
門

へ
だ

も
ん
分
家

新
之
丞

忠
雄
分
家

梅
蔵

新
之
丞
分
家

谷
蔵

谷蔵
先
祖
清
治
右
衛
門
分
家

仁
三
郎

新
之
丞
分
家

雅
楽
造

新
右
衛
門
分
家

治
左
衛
門

大
上

弥
左
衛
門
（
本
家
）

弥
左
衛
門

○

大
上
分
家

徳
右
衛
門

○

中
の
家
徳
右
衛
門
分

与
一
左
衛
門

家

番
号

屋
　
号

本
・
分
家
関
係

名
　
前

下宮
芝
座

保
存
会

天神芝
座

神
楽
保
存
会

清
蔵

大
上
分
家

九
左
衛
門

大
上
分
家

善
次
郎

大
上
分
家

太
良
兵
衛

太良
兵
衛
分
家
（
曲
物
屋
）

内
膳

太

与
平
治

大
上

分

や
）

半
右
衛
門

大
上
分
家

幸
右
衛
門

太
良
兵
衛
分
家

市
良
兵
衛

太
良
兵
衛
分
家

市
良
兵
衛

お
お
い
ざ

大
炊
左
衛
門
（
本
家
）

大
炊
左
衛
門

○

え
も
ん

茂
左
衛
門

茂
左
衛
門

佐
兵
衛

大
治
兵
衛

（大
炊
左
衛
門
）

伊
左
衛
門

八
郎
右
衛
門

又
右
衛
門

八
郎
右
衛
門
分
家

八
郎
左
衛
門

清
兵
衛

う
ま
の

右
馬
之
丞
（
本
家
）

右
馬
之
丞
（
仁
科
）

○

じ
よ
・
つ

右
馬
之
丞
分
家

治
郎
右
衛
門

右
馬
之
丞
分
家

茂
兵
衛

○

右馬
之
丞
分
家
茂
兵
衛
先
祖

由
左
衛
門

（笹
竜
胆
萱
沼
家
）

武
右
衛
門

（
『萱
沼
一
族
の
系
図
』
を
も
と
に
作
成
）
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籔
　
　
［
蕉
　
誉
醗
霞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
き
灘
欝
灘
㌘
撚
灘
・
鞭
躍
雛
灘
難
、
総

彰

活

遼
議
　
　
§

　
　　

濠
還
購
琶
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
　
　
‘
　
　
　
難
鱗
褒
碇
．
　
、
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
⊥
刃
　
　
・
．
羅
騨
∨

　
　
　
　
　
　
亀
、
－
ビ
ン
“
∴
綴
工
麟
穎
　
　
　
　
　
　
難
蕪
薇
羅
雛
1

熟
灘
諺

写真28　「神楽字引」（御神楽辻引之事）の最終丁
　　　　（『太々神楽と獅子神楽』より）

　　　　「相州仙石原村若者中」へ「甲州郡内下吉田
　　　　村萱沼儀兵衛」が伝えたことを最終丁に記
　　　　　している。

中
組
を
包
括
す
る
上
組
と
、
森
組
の
二
つ
の
村
組
か
ら
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に

名
主
を
置
い
て
い
た
。
江
戸
時
代
の
前
期
、
上
組
は
東
方
に
あ
っ
た
集
落
を
西
側
の

現
在
地
へ
「
引
村
」
し
〔
県
資
1
2
一
〇
〕
、
神
祠
の
再
編
を
行
っ
て
い
る
。
山
王
森
の

山
王
さ
ん
（
山
王
権
現
）
に
字
「
梅
ノ
木
」
に
あ
っ
た
天
神
社
（
萱
沼
天
神
）
を
合

祀

し
た
こ
と
で
、
流
鏑
馬
に
先
立
つ
山
王
祭
と
イ
ッ
ケ
シ
の
祭
り
で
あ
る
天
王
祭
の

二

つ
の

祭
り
を
併
行
し
て
行
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
獅
子
神
楽
は
天
王
祭
に

奉
納
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
神
楽
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
延
享
四
年
（
一
七
四

七
）
七
月
、
伊
勢
御
師
三
人
が
「
御
神
楽
辻
引
之
事
」
の
秘
伝
書
と
一
緒
に
伝
え
た

も
の
と
伝
承
さ
れ
る
。
天
王
祭
は
、
旧
来
、
六
月
二
十
五
日
に
日
取
ら
れ
て
き
た
が
、

新
暦
採
用
後
は
月
遅
れ
の
七
月
二
十
五
日
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
は
第

三
土
曜

日
に
ず
ら
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
二
十
五
日
は
、
こ
の
神
社
を
ミ
ョ
ウ
ジ
ガ

ケ
の
神
さ
ん
「
萱
沼
天
神
」
と
し
て
祀
っ
て
き
た
萱
沼
氏
（
イ
ッ
ケ
シ
）
の
祭
礼
日
、

天
神
さ
ん
の
日
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

山
王
祭
に
は
、
下
宮
か
ら
の
奉
幣
使
を
迎
え
、
右
座
に
萱
沼
氏
、
左
座
に
渡
辺
氏

が
座
っ
て
芝
座
を
組
ん
で
い
た
。
芝
座
と
は
、
宮
座
の
こ
と
で
、
こ
こ
に
は
右
座
と

左
座

が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
萱
沼
氏
が
禰
宜
を
務
め
、
御
湯
（
花
）
神
楽
を
あ
げ
て

い

た
こ
と
を
、
流
鏑
馬
の
占
人
を
務
め
る
徳
右
衛
門
家
に
伝
来
す
る
資
料
の
秘
伝
の

写

（巻
物
）
の
内
容
が
伝
え
て
い
る
。
天
王
祭
に
も
、
同
様
に
こ
の
神
楽
を
あ
げ
て

い

た
こ
と
が
、
現
行
の
獅
子
神
楽
の
奉
納
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　

こ
こ
ろ
み
に
、
萱
沼
徳
右
衛
門
家
に
伝
来
す
る
「
御
神
楽
辻
引
之
事
」
と
、
沼
田

（御
殿
場
市
）
や
仙
石
原
・
宮
城
野
（
箱
根
町
）
の
同
様
の
秘
伝
書
を
並
べ
て
整
理

す
る
と
、
表
7
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
旧
来
か
ら
の
御
湯
神
楽
は
（

を
か
け
な
い
部
分
）
、
宮
舞
と
湯
立
神
楽
か
ら
な
っ
て
お
り
、
宮
舞
の
歌
神
楽
「
実

に
や
新
穀
集
ま
り
て
、
人
は
天
地
の
御
賜
物
、
実
に
も
高
天
原
な
れ
ば
、
集
ま
り
給

え
、
四
方
の
神
々
」
と
七
五
調
の
歌
で
神
下
し
を
行
い
、
七
五
三
の
宮
舞
、
五
五
三
の

宮
舞
、
三
五
三
の
宮
舞
と
、
三
種
類
の
舞
を
舞
い
、
湯
立
に
移
り
、
湯
冷
ま
し
、
湯

笹
、
神
立
（
発
）
神
楽
で
神
送
り
を
す
る
形
式
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、

伊
勢
の
「
天
照
大
神
宮
」
神
楽
（
の
部
分
）
は
、
下
が
り
葉
（
布
振
の
舞
）
、
幣
の
舞
、

鈴
の
舞
、
剣
の
神
楽
舞
に
加
え
、
風
流
の
所
作
掛
（
余
興
）
、
神
前
御
子
神
楽
か
ら

な
っ
て
い
る
。
獅
子
神
楽
は
、
下
が
り
葉
、
幣
の
舞
、
鈴
の
舞
と
も
に
、
真
、
行
、
草
、

三
種
類
の
拍
子

を
も
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
神
楽
舞
を
御
湯
神
楽
の
宮
舞
の
前
に
舞

い
、
旧
来
の
宮
舞
を
舞
い
、
そ
の
つ
ぎ
に
獅
子
神
楽
の
剣
の
舞
を
挿
入
し
、
御
湯
神

楽
の
湯
立
を
行
っ
て
、
獅
子
舞
の
所
作
掛
と
神
前
御
子
神
楽
を
舞
う
形
で
全
体
を
整

え
て
い
る
。
迫
力
の
あ
る
剣
の
舞
か
ら
湯
立
に
入
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
も
の
で
、
中

組
の
関
係
者
で
あ
る
萱
沼
イ
ッ
ケ
シ
の
中
で
再
構
成
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
真
）

　

現
在
の
舞
は
、
神
拍
子
布
振
の
舞
、
鈴
の
舞
、
狂
い
の
舞
、
か
ら
な
っ
て
い
て
、

風
流
の

馬
鹿
踊
（
早
い
踊
・
偲
び
踊
、
沼
田
の
八
本
剣
に
近
似
す
る
）
が
付
随
す
る
。

天

神
社
で
最
初
に
舞
い
、
通
り
に
出
か
け
て
ゆ
く
。
子
供
が
ヒ
キ
ミ
ヤ
（
曳
宮
‖
神

楽
堂
）
を
引
き
、
そ
の
あ
と
に
悪
魔
を
祓
う
通
神
楽
の
獅
子
、
神
輿
、
の
順
に
巡
幸

す
る
。
中
組
と
よ
そ
の
組
と
の
境
で
、
辻
固
め
の
舞
を
舞
う
。
現
行
の
中
組
の
獅
子

神
楽
は
、
神
楽
舞
（
獅
子
神
楽
）
の
部
分
を
残
し
、
真
（
神
拍
子
の
舞
）
を
伝
承
し

て

い

る
こ
と
に
な
る
。
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湯立神楽の構成対照表7

「御
神
楽
辻
引
」
の
構
成

御
神
楽
辻
引
之
事

法
神
楽
辻
引
之
事

神
楽
字
引

御
神
楽
辻
引
之
事

中
組
神
楽

沼
田
神
楽

仙
石
原
神
楽

宮
城
野
獅
子
舞

（神
楽
由
来
）

（神
楽
由
来
）

（神
楽
由
来
）

「御
神
楽
辻
引
之
事
」

カ
グ
ラ
ウ
タ
（
五
種
）

カ
グ
ラ
ウ
タ
（
五
種
）

爽
照
大
神
官

衰
照
衷
翌
澱

蒸
照
大
神
宮

Z

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
F
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ

㊦
が

り
灘
寡
簿
贈

織
灘
リ
ハ
　
蒙
繊

簸
ガ
ぴ
ぶ
　
裟
ワ
　
　
　
㌶

穣
ジ
ジ
⑰
タ
2
滝
イ
　
　
　
　
　
　
：

※
ジ
2
マ
グ
Z
絃
裟

幕
（
真
W
琴
ガ
蓼
ハ
　
ジ
ジ
　
　
　
　
マ

じ
ん
の
灘
が
り
ぱ
　
　
・

ツ

ロ
ソ
マ
イ

∀
滲
ゾ
ひ
鎌
潔
縛
パ
　
、
薮

行

キ
潔
ウ

ぎ
懇
o

ギ
ヤ
ウ

率
日
汐
・

幣
の
舞
真

ジ
診
〆
ベ
イ
　
　
ペ

し
ん
皐

シ
ジ

鐵
べ
※

該

ジ
♂
べ
鎌
　
・

薬

ソ
ウ
ジ
へ
絃

そ
う
采

ソ
ブ
繋
へ
謬
　
　
　
　
　
・

潔

㌃
z
返
灘
　
　
　
や
　
　
　
シ

行

灘
整
渉
潔
べ
裟
灘
壕

　
＼
ぎ
懇
ウ
の
莱

ギ
潔
鱗
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
　
　
　
λ
洋
旨
孜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㍊

鈴
の
舞
真
　
　
　
　
漿

シ
ジ
2
■
灘
　
　
　
　
夕
袴
∂
老
漆
灘

麟
滋
欝
ぞ
う
の
蒙
ず

シ
諺
ソ
鍮
汝
　
　
　
　
　
　
　
・
孫
ぶ
の
素
ず

灘
灘

　
　
　
　
　
師
慧
撞
〆
ス
X
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
ぐ

程

洋

戴

ウ
蒙
ず
漆

ぎ
亭
う
の
鎌

灘
ヤ
彦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕
ギ
酷
ウ
　
　
　
　
　
　
、

宮
舞

（宮
）

宮
め

ぐ
り

歌

ウ
タ

（宮
ま
い
之
う
た
）

（宮
ま
い
の
う
た
）

七

五
三
宮
舞

七

五
三
宮
ま
い

七

五
三
　
宮
ま
い

七

五
三
宮

七

五
三
宮

八
辻

ノ
シ
ン

八
辻
之
し
ん

五
五
三

宮
舞

五
五
三
宮
ま
い

五
五
三

五
五
三

五

五
三

、

二
五
三

宮
舞

三

五
三
宮

三

五
三

三

五ゆ
立
宮
め
く
り
に
用
ゆ
る
う
た
）

三

五
湯
立
宮
め
く
り
に
用
ゆ
な
う
た
）

ゆ
た
て

ゆ
た
て

宮
メ
ク
リ

宮
メ
ク
リ

榊
本
剣

迂
〆
壱
本
　
　
　
　
　
　
　
　
〉

藁
茶
泡
る
ぎ

灘
∨
メ
一
灘

詫
〆
　
灘

灘
奉

黍
剣
　
×
四
奉
剣
穴
本
剣
太
茶
灘

芯
黍

蒸
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
＼
　
　
　
　
　
ひ
六
議
繊
る
産

廷
莱
O
る
ぎ
匝
灘
蓼
る
ぎ
六
蒸
O
る
ぎ
パ
灘
ロ
る
ぎ

≡議三
本
．
　
限
　
　
　
c
麗
嚇
　
　
　
　
・
残
黍
　
．
灘
幕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

三
幕灘　

　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
〉
　
　
　
　
　
　
　
ぺ
四
審
議
灘
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
ぺ
蓑
蒸
・
　
ミ
　
　
・
　
　
《

W辻
燃
灘
〉

＼

※

当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ
　
　
　
勾
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
〆

〔
灘
》
蕎

〆
　
　
〉

汰
灘
老
ぎ
灘
っ
　
　
ぺ

∧迂
ぎ
ぎ
拶
　
　
　
　
　
　
　
　
W

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
S

　
　
　
　
　
尊
難
鱗
蚤
惰
　
　
・

　
〔
＼
　
　
　
　
　
　
∨

湯
立
神
楽

（カ
マ
）

ゆ
だ
て
か
ぐ
ら

（湯
冷
ま
し
∀

（湯
笹
）

神
立
神
楽

（神
送
り
）

神
立
か
く
ら

所
作掛

　
　
　
　
　
．
神
灘
御
※
灘
漿

じ
よ
さ
が
溌
り
淋
灘
御
懇
禅
楽
’
　
　
　
芯

がく
ら
灘
外
占
よ
さ
が
顕
惣
灘
　
　
　
楽
．

ぶ
だ
麟
鐵

　
　
戸
籔
蘭
灘
梁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
《
舞
灘
捲
　
　
　
冶
　
　
　
　
　
．
一
績
難
彊
叢
ぷ
　
、
，
、
．
、
　
　
　
　
　
　
　
　
圧

z

　
w
　
　
　
W爾

鴬
鰻
鐵
W
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
箋
蓑
ぞ
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
〆
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
ケ
　
　
　
　
　
…

は伊勢代神楽の部分※
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（神
楽
歌
　
四
種
）

ぷ　
　
　
　
　
旅

翁
2
《
週
パ
之
ン
銭
セ
ガ
㌻
薮
シ
ソ
ス
羅
ポ
キ
ア
ス
藤
、
マ
リ
ヌ
ス
ぽ

爾
ノ
∵
掴
ハ
ゆ
ジ
灘
、
纈
ガ
る
㎎
※
ジ
ソ
箕
　
　
　
　
　
　
∨
ヤ
ナ
鎌
灘
ス
ビ
．
，
、
●
ぴ
烹
ス
ビ

ぶ
繋

〉

∪
　
　
　
　
　
べ

貢
が
驚
シ
　
タ
㌃
イ
ン
ブ
売

、
灘
ツ
ア
ジ
　
ダ
、
ワ
イ
ン
ヌ
ギ

カ
イ
ロ
ア
ス
緩
…
レ
ン
永

ガ
号
ロ
ブ
ス
ゼ
，
ジ
ン
麟

◎

㌔

〉

潔
タ
ン
カ
カ
リ
〉
．

ボ
タ
ン
カ
カ
リ
W
．

安
永
二
年
沼
田
邑
惣
若
者
衆

相
州
仙
石
原
村
若
者
中

天

下
泰
平
国
土
安
穏

萱
沼
義
兵
衛

甲
州
郡
内
下
吉
田
村

御
城
主
御
武
運
長
久

萱
沼
儀
兵
衛
（
印
∀

家
内
安
全

相
陽
宮
城
野
村

若
者
竹
治
郎
　
弥
兵
衛

世
話
人
市
助

文
化
十
三

年
子
三
月
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平
野
の

御
湯
花
祭
に
は
、
御
湯
花
の
神
事
が
あ
る
。
神
主
が
行
う
御
湯
花
の
神
事

の

後
に
若
い
衆
（
青
年
団
）
が
、
「
天
岩
戸
神
楽
」
を
奉
納
す
る
。
こ
の
神
楽
の
名

称

は
、
下
吉
田
中
組
や
仙
石
原
の
「
御
神
楽
辻
引
之
事
」
の
巻
頭
に
、
そ
も
そ
も
、

神
楽
と
申
し
奉
る
は
、
地
神
五
代
の
始
め
、
天
照
大
神
日
月
を
奪
い
取
り
、
天
の
磐

戸

に
引
き
篭
も
ら
せ
給
い
し
と
き
、
大
力
王
と
い
え
る
人
、
方
便
を
廻
ら
せ
、
神
楽

と
い
う
こ
と
を
巧
み
、
（
後
略
）
と
由
来
が
掲
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
伊
勢
の
獅
子
神

楽
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
終
わ
る
と
、
参
拝
者
は
、
悪
魔
祓
い
を
す
る
た
め

に
、
御
湯
を
家
に
持
ち
帰
っ
て
飲
ん
だ
り
、
家
の
周
り
に
撒
い
た
り
し
て
い
る
。

　
大
和
（
甲
州
市
）
田
野
の
十
二
神
楽
は
、
ユ
タ
チ
（
湯
立
）
を
伴
う
獅
子
舞
と
神

代
神
楽
が
融
合
す
る
神
楽
で
あ
る
。
沼
田
（
御
殿
場
市
）
や
仙
石
原
・
宮
城
野
（
箱

根
町
）
と
同
じ
系
統
の
湯
立
神
楽
と
い
え
る
。
伊
勢
か
ら
伝
え
ら
れ
た
神
楽
と
さ
れ
、

天

照
皇
大
神
宮
の
掛
軸
を
か
け
て
神
楽
を
舞
う
。
田
野
は
武
田
家
終
焉
の
地
と
し
て

広
く
知
ら
れ
、
そ
の
菩
提
を
弔
う
景
徳
院
が
存
在
す
る
。
こ
の
地
の
神
楽
は
、
田
野

の
氏

神
で
あ
る
氷
川
神
社
の
春
の
祭
礼
に
奉
納
す
る
も
の
と
、
小
正
月
の
道
祖
神
に

平

山
家
の
座
敷
で
奉
納
す
る
も
の
の
二
回
あ
る
が
、
湯
立
を
行
う
の
は
氏
神
祭
礼
の

み

で

あ
る
。
本
来
は
若
い
衆
が
行
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
保
存
会
を
構
成
し

て

伝
習
し
て
い
る
。

　

こ
の
神
楽
の
構
成
は
、
獅
子
舞
、
幣
束
の
舞
（
獅
子
、
姫
三
人
）
、
潮
汲
の
舞
（
天

狗
三
人
）
、
菱
組
の
舞
（
獅
子
、
天
狗
三
人
）
、
剣
の
舞
（
同
上
）
、
姫
の
舞
、
鬼
の
舞
、

鐘
九

首
の
舞
、
介
者
の
舞
、
種
蒔
の
舞
、
笹
の
舞
（
姫
三
人
）
、
翁
の
舞
、
か
ら
な
っ

て

お
り
、
最
初
の
獅
子
舞
は
、
下
が
り
場
（
葉
）
、
幣
神
楽
（
幣
の
舞
）
、
納
め
の
舞
、

獅
子
狂
い
舞
（
狂
い
）
を
含
む
も
の
で
、
幣
神
楽
に
は
歌
が
挿
入
さ
れ
る
。
剣
の
舞

ま
で
の
獅
子
神
楽
は
、
拝
殿
を
舞
処
と
し
て
奉
納
さ
れ
、
ユ
タ
チ
は
庭
の
湯
釜
に
場

所

を
移
し
て
執
行
さ
れ
る
。
獅
子
頭
を
か
ぶ
っ
た
も
の
が
釜
の
中
に
湯
笹
を
入
れ
て

ユ

タ
チ
を
お
こ
な
う
。
こ
こ
に
は
「
湯
を
立
て
る
」
呪
法
が
あ
っ
て
、
青
竹
で
ぐ
る

ぐ
る
と
釜
の
湯
を
か
き
回
す
と
真
中
が
す
ー
と
立
ち
上
が
っ
て
く
る
も
の
だ
と
い
い
、

実
際
に
そ
れ
を
す
る
た
め
に
舞
い
手
が
火
傷
を
負
う
こ
と
が
少
な
く
な
い
と
い
う
。

背
中
に
獅
子
頭
を
背
負
っ
て
、
ズ
ッ
ク
を
履
い
て
湯
立
を
行
う
。
氷
川
神
社
で
は
、

そ
れ
に
続
く
姫
の
舞
以
降
の
部
分
（
神
代
神
楽
の
多
摩
地
方
の
「
浦
島
幕
」
に
対
応

す
る
も
の
な
ど
）
は
奉
納
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
道
祖
神
に
若
い
衆
が
取
り
込
ん
だ

神
代
神
楽
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
獅
子
舞
は
、
陽
気
祭
や
疫
病
の
流
行
時
、
夏
季

の
雨

乞
い
な
ど
に
も
舞
わ
れ
、
と
く
に
雨
乞
い
の
祈
願
は
霊
験
あ
ら
た
か
な
も
の
と

信
じ
ら
れ
て
い
る
。
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写真29 田野十二神楽
永川神社拝殿で奉納される菱組の舞。獅子と天狗三人による舞である。

ま
と
め
に
か
え
て

写真30十二神楽のユタチ
　　　　永川神社の庭に湯釜をしつらえてユタチ
　　　　をする。沸騰した湯の中に湯笹を入れて
　　　　掻きまわす

　

富
士
山
の
神
霊
を
祀
る
浅
間
神
社
（
浅
間
大
菩
薩
）
の
神
事
に
は
、
小
正
月
に
あ

げ

る
御
湯
花
と
御
粥
（
筒
粥
）
が
あ
っ
た
。
筒
粥
で
は
、
事
前
に
御
湯
を
沸
か
し
て

御
湯
花
を
あ
げ
て
か
ら
、
そ
の
御
湯
で
御
粥
を
あ
げ
る
こ
と
が
本
来
の
形
で
あ
っ
た

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
御
湯
花
は
道
祖
神
信
仰
と
結
び
つ
い
て
道
祖
神
場
に
持
ち
出

さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
下
吉
田
中
組
の
上
仲
（
幸
町
）
と
下
仲
（
中
央
区
）
、
鳴
沢

で
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
執
行
者
は
法
印
で
あ
る
。
富
士
山
に
係
わ
る
神
事
に
は

御
湯
花
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
祭
礼
に
御
湯
花
は
、
芸
能
と
結
び
つ
い
て

奉
納
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
御
湯
神
楽
と
流
鏑
馬
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
（
表
8
）
。

こ
れ
ら
の
芸
能
は
、
祭
祀
組
織
と
し
て
の
座
（
列
座
・
芝
座
1
1
宮
座
）
を
母
体
に
伝

承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
御
湯
神
楽
の
構
成
は
、
「
御
神
楽
辻
引
之
事
」
か
ら

す
る
と
、
宮
舞
の
最
初
に
、
神
下
し
の
歌
（
歌
神
楽
）
、
七
五
三
の
宮
舞
、
五
五
三

の

宮
舞
、
三
五
三
の
宮
舞
、
御
湯
（
湯
立
）
、
湯
冷
ま
し
、
湯
笹
、
神
立
（
発
ち
）
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表8　御湯花関連行事一覧

祭
礼
行
事

下
吉
田
（
シ
モ
）

大
原
七
郷

「富
士
山
御
神
事
」

下
宮
浅
間
神
社
神
事

天
神
社
神
事

「勝
山
御
神
事
」

鳴
沢
村
の
神
事

下
吉
田

下
吉
田
中
組

勝
山

鳴
沢

富
士
山
騙
力
馬
場

富
士
吉
田
市
下
吉
田

富
士
吉
田
市
下
吉
田

富
士
河
口
湖
町
勝
山

鳴
沢
村
鳴
沢

小
正
月

筒
粥
（
御
粥
）

○

△

道
祖
神
の
御
湯
花

△

△

馬
の
籔

○

天
王
祭

湯
立
神
楽

○

流
鏑
馬
神
事

台
所
祭
座

○

山
王
祭
芝
座

○

御
湯
花

△

○

○

○
（
湯
立
の
釜
）

御
湯
神
楽

○

○
（
神
楽
面
）

○
（
湯
立
神
楽
）

○
（
神
楽
面
）

祭
礼
芝
座

△

○

○

神
楽
、
か
ら
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
神
楽
歌
の
歌
詞
は
、
「
実
に
や
新
穀
納
ま

り
て
、
こ
こ
も
高
天
原
な
れ
ば
、
集
り
た
ま
え
四
方
の
神
々
」
、
と
い
う
新
嘗
を
祝

う
内
容
の
も
の
が
唯
一
つ
確
認
で
き
る
。
お
そ
ら
く
小
室
（
御
室
）
に
詣
で
た
後
に
、

山
内
の
大
日
堂
に
据
え
た
湯
釜
の
前
で
、
神
下
し
の
歌
を
歌
い
、
三
種
類
の
宮
舞
を

舞
っ
て
か
ら
、
御
湯
を
あ
げ
る
。
湯
を
冷
ま
し
て
か
ら
、
湯
笹
を
釜
に
入
れ
て
湯
花

（泡
）
を
つ
け
て
周
囲
に
振
り
掛
け
る
。
そ
し
て
神
の
送
り
出
し
（
神
発
ち
）
を
し
て
、

一
連
の
御
湯

あ
げ
は
終
り
と
な
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
行
事
は
、
富
士
山

の
願

ノ
馬
場
、
そ
こ
か
ら
下
ろ
し
た
勝
山
の
「
勝
山
御
神
事
」
（
台
所
祭
）
と
下
吉

田
の
下
宮
「
御
神
事
」
と
に
分
か
れ
て
行
わ
れ
て
き
た
。

　
下
宮
の
流
鏑
馬
は
筒
粥
か
ら
始
ま
る
一
体
の
神
事
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
筒
粥
は

下

宮
の
芝
座
衆
の
一
軒
で
も
あ
っ
た
葭
池
の
当
主
が
占
人
を
務
め
て
執
行
さ
れ
る
。

そ
の
翌
日
に
は
馬
の
籔
が
引
か
れ
た
。
こ
れ
は
、
本
来
、
森
の
渡
辺
明
神
社
祭
礼
の

寄
合
で

な
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
こ
に
は
渡
辺
イ
ッ
ケ
シ
の
座
が
あ
っ
た
。
現
在
の
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
籔
は
、
流
鏑
馬
前
日
の
山
王
祭
後
の
宵
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

祭
に
行
わ
れ
る
。
山
王
祭
に
は
上
組
に
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
神
社
で
芝
座
が
組
ま
れ
て
い
た
。
現
在
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
王
さ
ん
へ
の
参
向
と
そ
こ
で
の
神
事
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
れ
を
引
継
い
だ
祭
り
な
の
で
あ
り
、
山
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
事
を
伝
承
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
森

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
と
上
組
に
祭
祀
さ
れ
る
こ
れ
ら
二
つ
の
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
社
の
座
の
上
位

に
氏
神
で
あ
る
下
宮
の
座
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
れ
ら
を
統
合
す
る
形
で
存
在
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伝
承
か

ら
す
る
と
、
も
と
も
と
下
吉
田
は
森

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
を
中
心
と
し
た
村
で
あ
っ
て
、
後
か
ら
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組

（中
組
）
が
「
村
引
き
」
を
し
て
加
わ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
と
す
る
。
二
つ
の
組
の
並
立
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
の
祭
祀
組
織
も
新
た
な
関
係
を
創
出
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
下
宮
の
座
が
、
森
組
が
左
座
で
優
越
す
る
の
は
、
こ

の
座
が
母
体
と
な
っ
て
成
立
し
た
と
す
る
伝
承
に
対
応
し
て
い
よ
う
。
古
く
は
流
鏑

馬
祭
礼
に
も
御
湯
神
楽
が
奉
納
さ
れ
た
。
現
在
、
こ
の
下
宮
の
座
の
伝
統
は
流
鏑
馬

保
存
会

に
引
継
が
れ
て
い
る
。
一
方
、
勝
山
の
山
宮
神
事
を
台
所
祭
と
い
っ
て
、
台

所
祭

に
は
小
室
神
主
家
で
座
が
組
ま
れ
、
御
湯
神
楽
が
奉
納
さ
れ
た
。
勝
山
に
関
連

し
て
、
近
く
の
鳴
沢
に
「
湯
立
の
釜
」
が
伝
来
す
る
こ
と
か
ら
も
、
九
月
十
九
日
の

「
御
神
事
」
に
御
湯
が
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
村
内
の
よ
そ
の
神
社
に
も
影

響
を
与
え
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　
御
湯
神
楽
は
別
の
発
展
の
方
向
も
示
し
て
い
る
。
伊
勢
、
熱
田
、
富
士
の
三
神
楽

の
伝
承
を
手
掛
か
り
に
、
熱
田
の
神
楽
（
太
々
神
楽
）
と
習
合
し
富
士
太
々
御
神
楽

と
し
て
成
立
し
た
こ
と
を
推
測
し
た
。
御
師
に
よ
る
受
容
な
の
で
あ
る
。
浅
間
大
菩

薩
に
奉
納
し
て
い
た
御
湯
神
楽
を
止
揚
し
、
吉
田
家
か
ら
の
補
任
状
を
受
け
て
神
職

に
傾
い
て
い
っ
た
吉
田
や
河
ロ
の
御
師
た
ち
は
、
そ
の
職
分
に
相
応
し
い
太
々
神
楽
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を
舞
う
こ
と
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。

　
御
湯
花
は
下
吉
田
の
中
組
で
は
、
萱
沼
イ
ッ
ケ
シ
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
萱
沼

イ
ッ
ケ
シ
の
大
上
イ
ッ
ケ
は
「
大
工
村
」
を
構
成
し
、
建
築
等
の
儀
礼
に
も
深
く
携

わ
っ
て
き
た
。
こ
の
イ
ッ
ケ
シ
は
、
富
士
山
の
神
に
あ
た
る
山
王
権
現
（
山
王
社
）

を
祀
り
、
流
鏑
馬
に
は
芝
座
の
右
座
に
座
り
、
御
湯
花
の
呪
法
・
儀
礼
を
執
行
し
て

き
た
。
山
王
権
現
と
ミ
ョ
ウ
ジ
ガ
ケ
と
し
て
の
天
神
社
の
祭
祀
場
所
の
一
体
化
を
媒

介

に
、
同
族
の
祭
り
で
あ
る
天
神
社
の
天
神
祭
（
天
王
祭
）
に
湯
立
神
楽
を
成
立
さ

せ
て

ゆ
く
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
宝
永
の
噴
火
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。
宝
永
五
年
に
幸
福
大
夫
手
代
が
出
し
た
「
覚
」
が
萱
沼
イ
ッ
ケ
シ
の
へ
だ
も
ん

萱
沼
家
に
残
さ
れ
る
こ
と
が
推
定
の
根
拠
と
な
る
。
御
湯
花
に
伊
勢
の
獅
子
神
楽
を

挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
力
な
呪
法
を
創
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

湯
立
神
楽
の
「
御
神
楽
辻
引
之
事
」
巻
物
写
を
伝
え
て
き
た
の
は
、
現
在
、
流
鏑
馬

に
馬
の
足
跡
（
蹄
の
跡
）
を
占
う
占
人
家
の
一
軒
の
萱
沼
徳
右
衛
門
家
で
あ
る
。

　
下
吉
田
の
萱
沼
イ
ッ
ケ
シ
の
中
で
再
構
成
さ
れ
た
湯
立
神
楽
は
、
安
永
三
年
・
同

五
年
の
沼
田
や
仙
石
原
へ
、
そ
の
後
に
宮
城
野
へ
伝
播
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

こ
の
芸
能
の
伝
授
を
担
当
し
た
の
が
舞
の
名
手
、
儀
兵
衛
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

湯
立
神
楽
の
分
布
す
る
地
域
は
、
富
士
山
の
東
麓
に
あ
た
り
、
宝
永
の
砂
降
り
に
甚

大
な
被
害
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
「
明
和
は
迷
惑
」
と
も
称
さ
れ
た
よ
う
に

小
飢
饅

に
見
舞
わ
れ
た
時
代
で
も
あ
る
。
こ
の
災
害
を
乗
り
越
え
て
悪
魔
を
祓
う
手

立
て

と
し
て
、
歓
待
・
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
宝
永
の
噴
火
の
被
災
地
に

と
っ
て
は
、
小
飢
饅
で
も
よ
そ
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
惨
状
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像

に
か
た
く
な
い
。
以
上
、
富
士
山
地
域
の
神
事
と
そ
の
祭
祀
組
織
、
そ
の
中
で
な
さ

れ
て

き
た
御
湯
花
に
係
わ
る
芸
能
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
展
開
の
道
筋
を
考
え
て
み

た
。
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註（
1
）
　
山
梨
県
で
は
、
富
士
山
北
麓
の
民
俗
行
事
を
追
い
か
け
た
写
真
集
団
「
樹
海
」
の
ま
と
め
た

　
　
写
真
集
、
『
富
士
五
湖
風
物
誌
』
や
山
梨
県
内
を
対
象
に
し
た
民
俗
行
事
の
写
真
集
『
甲
州
の

　
　
祭
り
』
（
文
一
総
合
出
版
）
な
ど
の
写
真
集
の
ほ
か
に
、
大
森
義
隆
の
『
富
士
北
麓
・
忍
野
の

　
　
民
話
と
民
謡
』
（
郷
土
出
版
社
）
が
確
認
さ
れ
る
。

（
2
）
　
末
柄
豊
「
『
勝
山
記
』
あ
る
い
は
『
妙
法
寺
記
』
の
成
立
」
（
『
山
梨
県
史
研
究
』
三
号
、

　
　
一
九
九
六
年
）
、
堀
内
亨
「
日
国
記
」
（
同
上
）
に
つ
い
て
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
3
）
　
御
縁
年
大
祭
の
神
事
に
は
、
御
湯
花
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
富
士
山
の
神
事
に
は
こ
の
よ
う

　
　
な
御
湯
花
が
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
4
）
　
こ
の
読
み
上
げ
の
内
容
は
、
静
岡
県
の
遠
州
方
面
に
残
る
オ
ノ
ッ
ト
（
御
祝
詞
）
と
同
じ
形

　
　
態
の
も
の
で
あ
り
、
大
峰
修
験
の
関
与
が
う
か
が
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（
5
）
　
常
在
寺
住
職
森
智
洪
師
の
ご
教
示
に
よ
る
。
こ
の
伝
承
か
ら
す
る
と
、
葭
池
は
大
原
を
出
自

　
　
と
す
る
家
だ
っ
た
と
さ
れ
、
『
勝
山
記
』
の
記
主
が
下
吉
田
へ
移
転
し
た
よ
う
に
、
同
家
も
下

　
　
吉
田
へ
移
住
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

（
6
）
　
酒
井
耕
造
「
幕
末
期
に
お
け
る
流
鏑
馬
祭
礼
と
村
　
ー
甲
斐
国
都
留
郡
下
吉
田
村
を
事
例
と

　
　
し
て
ー
」
（
『
富
士
吉
田
市
史
研
究
』
四
号
、
一
九
八
八
年
）
に
詳
し
い
。

（
7
）
　
具
体
的
に
は
、
四
ロ
の
中
の
ど
の
釜
で
あ
っ
た
の
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
8
）
　
沼
田
に
は
安
永
三
年
に
、
仙
石
原
に
は
同
五
年
に
伝
え
ら
れ
、
秘
伝
書
（
「
御
神
楽
辻
引
之

　

事
」
）
の
奥
書
に
、
「
萱
沼
義
兵
衛
」
、
「
萱
沼
儀
兵
衛
」
の
名
前
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
9
）
　
萱
沼
安
孝
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

『大
和
村
誌
』
下
巻
（
大
和
村
、
一
九
九
六
年
）

『萱
沼
一
族
系
図
』
（
私
家
版
、
一
九
九
八
年
）

『山
梨
県
史
』
資
料
編
4
（
中
世
1
、
山
梨
県
、
一
九
九
九
年
）

『勝
山
村
誌
』
下
巻
（
勝
山
村
、
一
九
九
九
年
）

『
山
梨
県
史
』
資
料
編
6
（
中
世
3
上
、
山
梨
県
、
二
〇
〇
一
年
）

『太

々
神
楽
と
獅
子
神
楽
』
（
富
士
吉
田
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
一
年
）

『山
梨
県
史
』
資
料
編
8
（
近
世
1
、
山
梨
県
、
二
〇
〇
一
年
）

（富
士
吉
田
歴
史
民
俗
資
料
館
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（二
〇
〇
七
年
九
月
十
四
日
受
理
、
二
〇
〇
八
年
二
月
二
十
八
日
審
査
終
了
）

参
考
文
献

『甲
斐
国
志
』

『甲
斐
国
社
記
寺
記
』

『日
本
民
俗
芸
能
事
典
』
（
第
一
法
規
出
版
、
一
九
七
六
年
）

『富
士
五
湖
風
物
誌
』
（
文
一
総
合
出
版
、
一
九
八
〇
年
）

『御
殿
場
市
史
』
別
巻
1
（
考
古
・
民
俗
編
、
御
殿
場
市
、
一
九
八
二
年
）

『流
鏑
馬
』
富
士
吉
田
の
文
化
財
　
そ
の
二
十
（
富
士
吉
田
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
四
年
）

『鳴
沢
村
誌
』
第
二
巻
（
鳴
沢
村
、
一
九
八
八
年
）

『下
吉
田
の
民
俗
』
（
富
士
吉
田
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
〇
年
）

『富
士
吉
田
市
史
』
史
料
編
第
四
巻
（
近
世
H
、
富
士
吉
田
市
、
一
九
九
四
年
）

『沼
田
の
湯
立
神
楽
』
（
御
殿
場
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
四
年
）

『富
士
吉
田
市
史
』
民
俗
編
第
二
巻
（
富
士
吉
田
市
、
一
九
九
六
年
）
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The　Shinto　Rites　and　Performing　Arts　of　Mt．F叫ii

HoluucHI　Makoto

　　　The　region　surrounding　Mt．　FUji　maintains　a　rich旋adidon　of　Shinto亘tes　and　performing　arts、　However，　shlce

they　have　not　been　adequately　researched　they　are　not　so　we11㎞o㎜among　the　general　pubUc．　This　paper　a七

tempts　to　systema6ze　the　Shinto　dte　and　performing　art㎞o㎜as“Oyu”found　in　this　area．

　　　“Oyu”is　the　same　as　the‘ツUdate”亘tual，　which　is　called“Oibana”and“Oyubana”around　the　northern　foot三

hills．　Oyubana　is　the　ritual　in　which　foam　that　rises　from　boiling　water　is　pierced　and　where　a　Shinto　priest　or

miko　soak　bamboo　grass　leaves　in　the　boiling　water　which　they　sprinkle　on　believers　for　puri丘cation　and　to

receive　a　divine　revela丘on．　Performing　arts　Unked　to　this　Oyubana　are　s廿ll　in　existence　today　Two　wel1一㎞own

forms　are　the　Hanamatsur三and　Shimotsuki　kagura　from　the　Sanshinen　district．　Oyu　has　been　integrated　with

Shinto　rites　around　Mt．　Fuji　and　has　been　passed　down　under　the　names“Oyu（hana）kagura”and‘WUdate

kagura”（YUdate　Shishi－mai）．

　　　There　are　Shinto　rituals　which　make　use　of“Oyu”in　the　Dosojin　festival　of　Nakagumi（Saiwai－cho，　Chu（トku）

in　Shimo－Ybshida，　Fuji－Ybshida　City，　the　Oyubana－matsuri　held　at　T＞njin　Shdne　in　Hirano，　Yamanakako－mura，　and

in　the“Saitou－yaki”（burning　of　brushwood　lanterns五）r　the　Dosojin）held　in　Narusawa．　The　Shinto　rite　held　in

Hirano　is　combined　with　Shishi　kagura　called“Amanoiwato　kagura．”Although　some　distance　from　the　foothills　of

Mt．　Fuji，　Juuni　kagura　per五）rmed　in　Tano　in　Yamato（Koshu　Ci｛y），is　a衣）rm　of　YUdate　kagura　that　shares　a　simi－

lar　origin．

　　　Long　ago，　Oyu　kagura　was　performed　as　part　of　the　Shinto　rituals‘Tsutsugayu”and‘ツabusame”（mounted

archery）held　on　Mt．　Fuji　and　its　aromd　its　base．　The　first　menUon　in　historical　documents　dates丘om　a　han－

motsu（direct　order）issued　in　1584　which　prohibited　the　construction　of　new　kagura　sites　in　Yamauchi　and　also

prohibited　the　playing　of　instruments　at　a　higher　a16tude　than　　nobaba，　which　was　an　area　in　which　religi皿s

beliefS　were　protected．　This　kagura　has　been　inherited　by　the　Shibazashu　made　up　of　parishioners　of　Omuro－

Asama　Shrine　in　Shimo－Miya，　Shimo－Ybshida．　The　Kayanuma　clan，　which　lived　in　Nakagumi，　created　a　form　of

YUdate　kagura（YUdate　Shishi－mai）which　linked　Dai　kagura　from　Ise　with　traditional　Oyu　kagura．　It　is　most

likely　that　this　happened　when　there　was　a　huge　eruption　from　Mt．　Hoei．　Afterwards，　YUdate　kagura　spread　to　the

eastern　fOothills，　an　area　which　had　been　devastated　by　the　eruption．
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